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第１章 都市計画マスタープランの

策定にあたって 
 

 

 

１－１ 都市計画マスタープラン改定の背景 

１．計画の策定 

 都市計画マスタープランとは、土地の使い方や、道路、公園等の都市施設、

自然環境、景観といった都市を構成する様々な要素の方向性を長期的な視点に

立って定めるものです。 

 瑞穂市（以下「本市」という。）では、平成２０年９月、新市誕生（平成１

５年５月）後はじめてとなる都市計画の指針として、瑞穂市都市計画マスター

プラン（以下「本プラン」という。）を策定しました。 

 本プランでは、『一体的な都市づくり』を喫緊の重要課題として位置づけ、

市を一体的に捉えた上で、どこを保全し、活用し、整備するか、といった大き

な方向性や、これを実現するための都市計画制度の活用のあり方を明らかにし

ました。 

 

 

２．計画の改定 

 平成２０年９月の本プランの策定以降、本市を取り巻く情勢は変化していま

す。そのため、情勢変化に対応するべく、平成２３年１０月には、本プランの

一部改定を行っております。 

しかし、その後、本プランの上位計画（瑞穂市第２次総合計画）の改定をは

じめ、市北西部で岐阜県初となる準都市計画区域の指定、国の政策転換（集約

型都市構造への再編）に係る法改正など、著しい情勢変化が続いています。 

そこで、こうした情勢変化を考慮し、『一体的な都市づくりの“その先”』も

見据えた、より具体的な都市づくりが進められるよう、本プランの改定を行う

こととします。 
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整合 

連携 

整合 

連携 

瑞穂市が定めるもの岐阜県が定めるもの 

［都市計画法］ 

瑞穂市の都市計画に関する基本的な方針 

（瑞穂市都市計画マスタープラン） 

即す 

即す 

岐阜県決定の都市計画 

（市街化区域、市街化調整
区域 等） 

即す 即す 

個別具体プラン(道
路網整備計画 等)
の策定、その他事
業、施策の実施 

踏まえる 

他
分
野
の
プ
ラ
ン 

即す 
都市計画分野のプラン 

整合 

連携 

１－２ 都市計画マスタープランとは 

１．都市計画マスタープランの位置づけ 

 都市計画マスタープランとは、都市計画法第１８条の２に規定される「市町

村の都市計画に関する基本的な方針」を指します。 

具体的には、本市の行財政運営すべての基本となる「瑞穂市総合計画」や、

県が定める「岐阜都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（岐阜都市計画区

域マスタープラン）」に即して、今後の都市づくりに係る基本方向を定めるも

のです。 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．都市計画マスタープランの役割 

《市民等との 
 長期ビジョンの共有》 

都市計画マスタープランでは、長期的な視野に立ち、都市づく

りの理念、目標やこれを実現するための整備方針等を示します。

これにより、市民、事業者、行政など、様々な都市づくりの

主体の間で、長期ビジョンを共有できるようになります。 

［都市計画法］ 

岐阜都市計画区域の整備、 
開発及び保全の方針 

（岐阜都市計画区域マスタープラン） 

【目標年次:平成３２年】 

上位計画

瑞穂市決定の都市計画

（用途地域、地区計画、
国県道以外の道路 等）

［瑞穂市総合計画策定条例］ 

瑞穂市第２次総合計画  

【目標年度:平成３７年度】 
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《個別事業、施策を 
展開する上での拠り所》 

 

計画的な都市づくりを実現するために用意されている各種都

市計画制度（用途地域、地区計画、土地区画整理事業 等）につ

いて、活用する際の指針となります。 

また、都市計画関係法令に基づく個別具体プランの策定や、

その他事業、施策の実施に際し、骨格として活用されます。 

 

《協働のまちづくりの 
促進》 

 

プラン策定過程における市民への情報提供や市民参加等を通

じて、都市づくりに対する市民の理解や協力、自主的な取り組

みを促す役割を担います。 

 

 

３．目標年次 

 本プランの目標年次は平成３７年（２０２５年）とし、これまでに市、事業

者及び市民とともに進める種々の都市計画等関連事業の基本方針として、本プ

ランを位置づけます。 

なお、上位計画の改定や法令の改正、市の拠点の位置づけの変更など、著し

い情勢変化が生じた場合には、本プランと同様に旧プランの施策等の振り返り

と点検を行った上で、必要に応じて見直しを行うものとします。 

 

 

４．計画対象区域 

 行政区域（約２，８１９ha）全域を対象区域とします。 

 

 

５．計画の構成 

《導入編》 

 

本プランや、今後の都市づくりに係る前提条件を整理します。

《全体構想編》 

 

 

市域を一体的に捉えた、市全体としての都市づくりの目標や、

これを実現するための整備方針等を定めます。 

《地域別構想編》 

 

市域を７つの地域に区分し、それぞれの地域毎に、地域づく

りの目標や、これを実現するための整備方針等を定めます。 
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 ［第３章 都市づくりのビジョン］ 

本プランの根底となる、都市づく

りの考え方を定めます。 

●都市の将来像 
●都市づくりの目標 

［第２章 これからの都市づくりに向けて］ 

これからの都市づくりの前提として、認識すべき事項を整理します。

●国の政策を踏まえた都市づくりのあり方 
●本市の現状等を踏まえた都市づくりのあり方 

［第４章 都市づくりの基本計画］ 

都市空間に関する最も基

本的な考え方を定めます。 

●将来都市構造 
●土地利用構想 

［第５章 分野別都市づくり計画］ 

都市づくりの中心となる４分野について、施策展開の方針を定めます。

●道路、交通づくりの方針 

●水、緑づくりの方針 

●市街地づくりの方針 

●都市環境づくりの方針 

全
体
構
想
編 

 地
域
別
構
想
編 

［第６章 地域別構想にあたって］ 

地域別構想の前提となる、地域区分や地域共通の課題と施策を整理し

ます。 

生津 

瑞
穂
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン 

 
導
入
編 

［第１章 都市計画マスタープランの策定にあたって］ 

 本田  穂積  牛牧  南  中  西 

《各編それぞれの概要》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

［第７～１３章 地域づくり構想］ 

全体構想編を土台に、７地域それぞれの取り組みの方針を定めます。

●地域づくりの前提条件 

●地域づくりの方針 
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●移動に際し不自由な生活を強いられる高齢者の増大 

●中心市街地の一層の衰退、「まち」の質の低下 

●より一層の車移動の増加に伴う環境負荷の高まり 

●都市基盤の整備、維持、管理の効率性低下、コスト増大 

●無秩序な市街地の拡大を抑制 

●日常生活に必要な各種機能が、住まいに身近な場所に配置され、

住民が過度に自動車に頼ることなく、公共交通によってこれらの

機能にアクセスできるような環境を創出 

■拡散型都市構造を放置した場合の問題 

■集約型都市構造への転換 

 

第２章 これからの都市づくりに向けて 

 

 

 

２－１ 国の政策を踏まえた都市づくりのあり方 

《集約型都市構造 

 への転換》 

我が国では、高度経済成長期以降、飛躍的な人口増加とともに、

急激な都市化が進展しました。そのなかで、中心市街地に立地して

いた商業施設や病院等の生活利便施設が郊外に立地するようにな

り、低密度な市街地が郊外に薄く広がる、都市の拡散がみられるよ

うになりました。 

拡散が進んでいる多くの地方都市においては、中心市街地の衰退を

はじめ、様々な問題が発生しており、環境面での影響も大きなものが

あります。さらに、我が国では、既に本格的な人口減少時代に突入し、

また、高齢化も進行している状況にあり、そうしたなかで拡散型の都

市構造を放置した場合は、様々な問題が深刻化します。 

そのため、国土交通省では、今後の都市づくりの方向性として、

人口減少、超高齢社会等に対応した「集約型都市構造への転換」を

目指すべきとしています。 

依然、人口増加を示している本市においても、既に中心市街地の

衰退や高齢化が進行していることにより、近い将来、減少に転じる

ことが予想されているため、厳しい情勢のなかでも持続可能で暮ら

しやすい都市となるよう、早い段階から、国の政策を意識して取り

組むことが必要です。 
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●瑞穂市第２次総合計画では、国の政策を念頭に置いた、「将来の都市空間像（市全域を

空間的かつ概念的に示したもの）」を設定 

 ⇒『穂積駅周辺の「都市拠点」を核に市内各地の「地域生活拠点」を中核とした 

コンパクトな居住ゾーン及び公共交通ネットワークの形成を図ること』を重点化

 

 

■市の上位計画での位置づけ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

様々な都市活動や日常生活を支える機能が集積する「拠点」 

 都市拠点 

（ＪＲ穂積駅周辺地区） 

 
地域生活拠点 

（巣南庁舎周辺地区、犀川周辺地区 等）

 学術研究拠点 

（朝日大学） 
 交流拠点 

（主要な公園、緑地、美江寺宿 等）

地域間の人々の移動や交流、連携を支える「軸」 

 幹線道路ネットワーク 

（国道２１号、主要地方道北方多度

線、市道西部環状線 等） 

 
公共交通ネットワーク 

（コミュニティバス、路線バス 等）

 水と緑のネットワーク、歩行者ネット

ワーク（一級河川、旧中山道 等） 

 産業集積軸 

（国道２１号、主要地方道北方多度

線の沿道周辺） 

都市的利用及び自然的利用の区分や面的な広がりを表す「ゾーン」 

 居住ゾーン 

（都市拠点、地域生活拠点の周辺） 
 

工業ゾーン 

（幹線道路沿道周辺、既存工業地 等） 優良農地ゾーン、自然環境ゾーン 

（農業振興地域、河川周辺緑地 等）
 

 

 

都市拠点 

地域生活拠点 地域生活拠点

地域生活拠点 地域生活拠点

居住ゾーン

優良農地ゾーン 

自然環境ゾーン 

公共交通ネットワーク 
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２－２ 本市の現状等を踏まえた都市づくりのあり方 

１．重点課題への対応 

《住宅都市としての魅

力の向上》 
県都である岐阜市と県内２位の人口を擁する大垣市との間に位

置し、住宅都市として発展してきた本市においては、いかに暮ら

しやすさを確保し、人口増加を維持していくかが重要な課題です。

その観点から、今後の都市づくりでは、不足する都市基盤の整

備や日常生活に必要な都市機能の充実等を図り、若者の定住促進

につながる、良好な住環境を整えていくことが必要です。 

 特に、本市の場合、整備が遅れている下水道への早期かつ着実

な対応が必要です。また、若いまちでありながらも着実に高齢化

が進行していることや、南海トラフ地震防災対策推進地域の指定

を受けていること等を考慮し、誰もが安心して暮らし続けられる

住環境の創出についても、積極的に取り組むことが必要です。 

 なお、超高齢社会への対応については、前述した「集約型都市

構造への転換」の取り組みとも連携し、公共交通と密着した暮ら

しの実現を図ることが求められます。 

 
《多様な地域資源を活

かした都市活力の

向上》 

住宅都市としての性格が強い本市において、自立性を高めながら

持続的に発展していくためには、いかに交流を促進し、賑わいを創

出して、都市の活力を高めていくかが重要な課題となります。 

その観点から、今後の都市づくりでは、市内の多様な地域資源を

見つめ直し、本市の個性や魅力として、保全、活用、発信していく

ことが必要です。 

特に、ＪＲ穂積駅、国道２１号、朝日大学、犀川をはじめとした

１８本の一級河川、中山道、美江寺宿といった本市の資源について

は、積極的に活かし、都市機能の強化や新たな拠点の形成等につな

げることが必要です。 

なお、ＪＲ穂積駅は、前述した「集約型都市構造への転換」にお

いても重要な役割を担うため、定期的に評価し、これを活かした周

辺まちづくりの適切な展開が求められます。 
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《「都市機能」に関する現状と課題》 

現状等 

位置、地勢 ・岐阜市を中心とした広域都市圏の一員 

人口、世帯数 

・県内トップの高い人口増加率 

・県全体からすると「若いまち」だが、少子高齢化は着実に進行 

・世帯数は増加傾向だが、世帯人員は減少傾向 

通勤、通学 

・流出超過で、岐阜市、大垣市との強いつながり 

・昼夜間人口比率（＝常住人口に通勤、通学による昼間の流出入を加 

味したもの÷常住人口）は１．０以下で減少傾向（ベッドタウン化の

進行） 

産業 

・第１次、第２次産業就業者の減少、第３次産業就業者の増加 

・農家数、経営耕地面積、農業産出額の減少 

・商品販売額は概ね横這い、製造品出荷額は概ね減少傾向 

住民意向調査結果 

・市への定住意向は非常に高く、その理由は、いずれの年齢層でも、

交通の便が良い、とする意見が多い 

・定住したくない理由としては、若年層では、趣味、娯楽を楽しめる場

や、子育てしやすい環境が不足するとの意見が多い 

・今後の重点施策としては、医療、福祉、介護の充実、子育て施策を

重視する意見が多い 

・人口政策の考え方については、人口減少しない（対策不要）という

よりも、人口減少する（対策必要）との意見が多い 

・人口減少問題への対策については、子育てしやすい環境の整備、雇

用創出を重視する意見が多い 

 

 

 

課 題 

●人口増加の維持に向けた、若者の定住を促進する良好な住環境の形成 

●超高齢社会に対応した、市民が健康で元気に暮らせる住環境の創出 

●人口減少による日常生活への影響（生活関連サービスの撤退等）を見据えた計画的な対応

●岐阜市、大垣市等との広域的な連携、役割分担の一層の強化（良好な宅地供給、道路整備

等） 

●食料生産地としての役割や、防災、景観形成等の多面的機能の維持を考慮した、農地の

計画的保全 

●「岐阜都市計画区域」全体として目指す方向性を踏まえた都市づくり（主要な駅周辺での

居住空間の形成、自家用車に過度に依存しない身近な日常生活圏の構築 等） 

２．個別分野課題への対応 

 都市機能、土地利用、都市基盤、都市環境その他の４つの視点から、都市づくり

の主要課題を整理します。 
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《「土地利用」に関する現状と課題》 

現状等 

市街化動向 

・ＪＲ穂積駅を中心とした市東部で人口集中地区（ＤＩＤ）を形成 

・ＤＩＤの面積は微減、人口密度は概ね増加傾向 

・市街化区域内人口は増加傾向 

・市街化区域内の可住地人口密度は６０人/ha 未満（低密度） 

・ＪＲ穂積駅周辺の人口密度は高いが、穂積地域全体の人口増加率は

本田、牛牧、南地域などと比べ低い 

・準都市計画区域（郊外部）でも農地転用や新築着工が発生 

土地利用 

・市全体として自然的土地利用が過半（農地は４割程度） 

・国道２１号や主要地方道北方多度線の沿道、周辺を中心に商工業用

地が分布 

・市街化区域内では低未利用地が多く残存（市街化区域の３割程度） 

・工業地域での住工混在、商業地域（ＪＲ穂積駅周辺）での低層専用

住宅地化など、指定用途地域と現況土地利用の乖離 

建物用途 

・商業系用途で中・大規模なものは幹線道路沿道を中心に分布 

・郊外部を含め、市内各地で中・大規模な工業系用途の集積あり 

・ＪＲ穂積駅周辺の商業系用途は小規模なものが中心で住居系と混在

住民意向調査結果 

・現状土地利用として、工場、事業所（働く場や地域経済を支える 

場）、公園、生活利便施設が少ない、という意見が多い 

・将来土地利用として、道路、公園等の確保、低未利用地の有効活 

用、ＪＲ穂積駅周辺の賑わい創出を望む意見が多い 

  

課 題 

●市街化区域内に残存する低未利用地の市街化促進と計画的な利用 

●住宅主体の良好な市街地環境の維持、保全 

●各地区の状況に応じた住環境と操業環境の混在解消や調和 

●都市活力や生活利便性の向上に向けた、商工業系の土地利用の充実 

●駅周辺、幹線道路沿道等の利便性の高い場所の有効、高度活用 

●無秩序な市街地の拡大の抑制 
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《「都市基盤」に関する現状と課題》 

現状等 

道路 

・国道２１号や主要地方道北方多度線等を主軸とした格子状の幹線道路ネ

ットワークを構成 

・１２路線が都市計画決定され、東海環状自動車道ほか１路線（一部区

間）を除き整備、概成済 

・都市計画道路以外では、高速交通体系（東海環状自動車道(仮称)大野 

・神戸 IC 等）へのアクセス道路など、一部路線が未整備 

公共交通 

・ＪＲ東海道本線と樽見鉄道が通っており、ＪＲ穂積駅の乗降客数が県

内第５位 

・ＪＲ穂積駅を中心とした各バス路線の利用者数は微増 

公園、緑地 ・９箇所が都市計画決定され、すべてが整備済 

下水道 
・準都市計画区域内の特定環境保全公共下水道（西処理区）は整備済 

・都市計画区域内で公共下水道を都市計画決定（整備未着手） 

その他施設 
・火葬場とし尿処理施設が都市計画決定され、双方とも整備済 

・市役所各庁舎周辺を中心に、主要な公共公益施設が集積 

市街地整備等 

・土地区画整理事業は２地区（穂積土地区画整理事業(都市計画事業)、

犀川堤外地土地区画整理事業）で施行済、１地区で計画中、１地区で

検討予定 

・地区計画は２地区（市街化調整区域のみ）で適用 

住民意向調査結果 

・今後の重点施策としては、福祉施策に次いで、道路、公園等、公共交

通を重視する意見が多い 

・市に定住したくない理由は、交通の便が悪いとする意見が多いが、地 

域差がある 

・重複公共施設は、状況に応じた統廃合を重視する意見が多い 

 

 

 

課 題 

●都市施設整備（特に、整備が遅れている公共下水道）や土地区画整理事業の着実な推進

●都市計画道路以外の路線を含めた、利便性の高い幹線道路ネットワークの形成 

●超高齢社会に対応した、公共交通の充実 

●瑞穂市の特色（河川が多い等）を活かした公園、緑地の整備 

●人口減少等による財政への影響を見据えた、各種施設の統廃合や適切な整備、維持、管理 
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《「都市環境その他」に関する現状と課題》 

現状等 

水環境 

・１８本の一級河川が南北に流下し、良好な自然環境、親水環境を形成

・輪中地形にあり、古くより水害に悩まされた地域 

・長良川、揖斐川、根尾川が氾濫した場合、広範囲で甚大な浸水被害が

発生する恐れ 

地震災害リスク 

・南海トラフ地震防災対策推進地域に指定 

・緊急輸送道路沿道の耐震化の促進 

・ＪＲ穂積駅周辺をはじめ、火災時に燃え広がりやすい（狭あい道路や

木造建築物が多い、道路、公園等のオープンスペースが少ない）地区

が各地に分布 

防災関連施設 

・小中学校のグラウンドや公園、広場を、指定緊急避難場所等として指

定 

・広域的な視点で、防災活動拠点と緊急輸送道路を配置 

歴史、文化資源 

・富有柿発祥の地としての特色ある農業環境 

・中山道、小簾紅園、牛牧閘門など、特色ある歴史、文化資源が各地に

分布 

・中山道沿道の一部地区では、宿場町の名残りである街並みが残存 

・歴史、文化資源を活かした祭りが開催され、地域コミュニティを育成

  

課 題 

●道路、公園、堤防等の防災インフラの充実や適正管理 

●巨大地震や集中豪雨による甚大な被害に備えた、減災を考慮した都市づくり 

●本市の特性を踏まえた、周辺都市との連携による都市づくり（河川を軸とした生態系ネッ

トワーク、流域治水対策 等） 

●地域資源やその背景となる市街地や集落環境（街並み）の保全と、地域活性化に向けた活用 
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図 本市の都市計画の現状等 

岐阜都市計画区域 

瑞穂準都市計画区域 

東海環状自動車道 

ＪＲ穂積駅 

樽見鉄道 

ＪＲ東海道本線 

国道２１号 

(主)北方多度線 

長良川 

犀川 

美江寺駅 

十九条駅 

横屋駅 
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第３章 都市づくりのビジョン 

 

 

 

３－１ 都市の将来像 
  

本プランの上位計画である瑞穂市第２次総合計画では、「育」、「住」、「安」、

「活」という４つの視点を重視しながら、将来像『誰もが未来を描けるまち 瑞

穂』の実現を目指すとしています。 

そのため、本プランにおいてもこれらを踏襲し、岐阜市や大垣市への近接性、

ＪＲ穂積駅、国道２１号、朝日大学、多くの一級河川、中山道、美江寺宿とい

った本市の資源を最大限に活かしながら（「活」の視点）、安全、安心で快適、

便利に暮らせる住環境（「安」、「住」の視点）や、活力ある産業環境（「育」の

視点）等を備えた魅力的なまち、ひいては人口減少、超高齢化等の厳しい情勢

にも対応した持続可能なまちを創造していくものとして、これからの都市づく

りに向けた本市の将来像を次のように設定します。 

 

 
都市の将来像 

誰もが未来を描けるまち 瑞穂 
 

 

 

 

 

 

 

 

育 
子ども、地域、 

産業を育む 

住 
良好な住環境を

維持、向上する

安 
安全、安心な

暮らしを守る

活 
まちの資源や

人を活かす 
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３－２ 都市づくりの目標 

１．都市計画分野の取り組みの基本方向 

 都市の将来像の実現に向け、都市づくりの主要課題にも対応した、都市計画

分野の取り組みの基本方向を次のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの都市づくりに向けて（都市づくりの主要課題） 

●国の政策を踏まえた都市づくりのあり方 
⇒集約型都市構造への転換 

●本市の現状等を踏まえた都市づくりのあり方 
⇒住宅都市としての魅力の向上 
⇒多様な地域資源を活かした都市活力の向上 

都市づくりの目標１ 誰もが安心して暮らし続けられる都市づくり 
①過度に自動車に頼らず暮らせる日常生活圏の形成 
②安全、安心で健康的に暮らせる住環境の形成 
③道路、公園、下水道等が充実した良好な住環境の形成 

都市づくりの目標２ 活力や賑わいを創出する都市づくり 
①産業活動や交流を促進する幹線道路ネットワークの形成 
②市の発展を牽引するまちの顔や産業の場の形成 
③民間活力の活用等による都市運営の効率化 

都市づくりの目標４ 自然や環境と調和する都市づくり 
①美しく自然に親しみを感じる環境の形成 
②地球環境への負荷の軽減 

 

都
市
の
将
来
像 

 

誰
も
が
未
来
を
描
け
る
ま
ち 

瑞
穂 

都市づくりの目標３ 多様な交流を創出する都市づくり 
①特色ある歴史、文化を活かした観光、交流の活性化 
②市民同士の交流を深める場の形成 
③多様な地域資源の連携による交流拡大 
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都市づくりの目標１ 誰もが安心して暮らし続けられる都市づくり
①ＪＲ穂積駅周辺をはじめ、過度に自動車に頼らず暮らせる日常生活圏を

備えた、利便性の高い都市づくりを進めます。 

②超高齢社会や南海トラフ巨大地震、集中豪雨のリスク等に対応した、誰

もが生涯健康で安全、安心に暮らし続けられる都市づくりを進めます。 

③地域の生活基盤となる道路、公園、下水道等が充実した、良好な住環境

やコミュニティの維持、育成につながる都市づくりを進めます。 

都市づくりの目標３ 多様な交流を創出する都市づくり 
①中山道、美江寺宿等の特色ある歴史、文化資源を最大限に活かした、市

民が誇りを持ち、多くの人が訪れたくなる都市づくりを進めます。 

②市民がスポーツやレクリエーション、文化活動等を身近で楽しめ、市民

同士の交流が活発な都市づくりを進めます。 

③点在する歴史、文化資源や公園等が有機的にネットワークし、多様な交

流や、各施設の利用増進につながる都市づくりを進めます。 

都市づくりの目標４ 自然や環境と調和する都市づくり 
①多くの一級河川や農地等による田園風景を活かした、美しく、自然に親

しみを感じることのできる都市づくりを進めます。 

②利便性の高い公共交通体系や緑豊かな住環境等を備えた、地球環境にや

さしい、持続可能な都市づくりを進めます。 

都市づくりの目標２ 活力や賑わいを創出する都市づくり 
①国道２１号を大動脈としたきめ細かな幹線道路ネットワークが形成さ

れ、活発な産業活動や交流拡大につながる都市づくりを進めます。 

②賑わいのあるまちの顔や、活力のある産業集積が形成され、これらが市全

体の持続的な発展を牽引するような都市づくりを進めます。 

③民間活力や既存ストックの活用等によって都市運営の効率化が図られ、

持続的な発展が可能となる都市づくりを進めます。 
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２．将来指標 

《将来人口》 

 

将来の都市規模を想定する上での最も基本的な指標として、

将来人口を設定します。 

現状で人口増加傾向にある本市ですが、瑞穂市人口ビジョン

の推計によると、平成５２年頃に人口のピークを迎えることと

なり、その後、緩やかに人口減少が進むことが予測されていま

す。 

このような人口減少は、商業、医療、福祉等のサービス産業

の縮小や、公共交通の縮小、廃止、空家、空き店舗、耕作放棄

地の増加、税収減等をもたらし、日常生活や都市空間に与える

多大な影響が懸念されるところです。 

そのため、本市では、人口増加傾向の維持、向上と、将来的

な人口のピーク以降の減少傾向の緩和を目指すこととします。 

 
これらを踏まえ、本プランにおける将来人口は、瑞穂市第２

次総合計画との整合を図ることとし、その達成に向け、今後は、

若年世代の流出抑制や、新たな定住人口の増加につながるよう

な、良好な住環境の保全、創出、新たな住宅や宅地の計画的な

誘導等を進めていきます。 

 

  平成３７年の将来人口 

５５，０００人 

 

 

実績値 推計値 

H１２ 

(2000) 

H１７ 

(2005) 

H２２ 

(2010) 

H３２ 

(2020)

H３７ 

(2025)

H４２ 

(2030)

H４７ 

(2035)

H５２ 

(2040)

瑞穂市第２次総合計画 

46,571 50,009 51,950 

55,000

瑞穂市人口ビジョン 53,789 54,430 54,837 55,024 55,035
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《将来市街地》 

 

住宅、商業施設、工場等の受け皿となる市街地について、将

来の規模を設定します。 

本市では、当面、人口増加が予想されるものの、中・長期的

には減少が見込まれることから、住居系を中心とした市街地を

積極的に拡大していくことの必要性は低いと考えられます。 

そのため、集約型の都市づくりを推進する観点からも、市街

化区域内に多く残存する低未利用地や、既成市街地の有効活用

を優先し、原則、市街地の拡大を抑制します。 

その上で、今後の市街地拡大については、幹線道路沿道での

産業誘致をはじめ、都市の活力を維持し、持続的な発展を図る

上で特に必要性が高いものに限定することとし、加えて必要最

小限の規模とします。 

 

 

《参考：本市の人口ビジョン推計値と岐阜県の人口ビジョン推計値（Ｈ２２（２０１０）＝１）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

岐阜県人口ビジョン 

 

 

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

H22

(2010)

H27

(2015)

H32

(2020)

H37

(2025)

H42

(2030)

H47

(2035)

H52

(2040)

H57

(2045)

H62

(2050)

H67

(2055)

H72

(2060)

岐阜県 瑞穂市

51,950人

岐阜県

208万人

ﾋﾟｰｸ

55,035人

53,111人

岐阜県

147万人
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第４章 都市づくりの基本計画 

 

 

 

４－１ 将来都市構造 
 ここでは、都市の将来像の実現に向けた、都市空間づくりの基本方向として、

将来都市構造を設定します。 

具体的には、瑞穂市第２次総合計画で設定された「将来の都市空間像」を土

台としながら、『第３章 都市づくりの目標』による４つの視点それぞれで展開

する形とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  瑞穂市第２次総合計画で設定された「将来の都市空間像」   

■基本的な考え方 

『穂積駅周辺の「都市拠点」を核に市内各地の「地域生活拠点」を中核とした、
コンパクトな居住ゾーン及び公共交通ネットワークの形成を図ること』に重き
を置きながら、市全体として、都市と自然の調和、市の強みや地域の魅力の活
用等を図る形で、多様な拠点、軸、ゾーンをバランスよく適切に配置 

都市拠点 

地域生活拠点 地域生活拠点 

地域生活拠点 地域生活拠点 

居住ゾーン 

優良農地ゾーン 

自然環境ゾーン 

公共交通ネットワーク

■構成要素 

・様々な都市活動や日常生活を支える機能が集積する「拠点」 

・地域間の人々の移動や交流、連携を支える「軸」 

・都市的利用及び自然的利用の区分や面的な広がりを表す「ゾーン」 

都市づくりの目標１ 
誰もが安心して
暮らし続けられ
る都市づくり 

都市づくりの目標２ 
活力や賑わいを
創 出 す る 都 市
づくり 

都市づくりの目標３ 
多 様 な 交 流 を
創 出す る 都 市
づくり 

都市づくりの目標４ 
自 然 や 環 境 と
調 和 す る 都 市
づくり 
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都市づくりの目標１ 誰もが安心して暮らし続けられる都市づくり 

①ＪＲ穂積駅周辺をはじめ、過度に自動車に頼らず暮らせる日

常生活圏を備えた、利便性の高い都市づくりを進めます。 

《都市空間づくりとしての基本方向》 

●ＪＲ穂積駅周辺及び市内各所において、生活拠点（公共交

通機能、商業機能、医療機能、福祉機能、金融機能、行政

機能等がコンパクトにまとまった場所）を形成します。 

●ＪＲ穂積駅を中心とした生活拠点間及び都市間の幹線的な

公共交通ネットワークを形成します。 

●各生活拠点と周辺の住宅地、集落を結ぶ歩行者ネットワー

ク（幹線道路の歩道や自転車道 等）の形成を通じ、身近な

日常生活圏を構築します。 

②超高齢社会や南海トラフ巨大地震、集中豪雨のリスク等に対応

した、誰もが生涯健康で安全、安心に暮らし続けられる都市づ

くりを進めます。 

《都市空間づくりとしての基本方向》 

●南海トラフ巨大地震や集中豪雨に係る被災リスクの高い地域

を中心として、災害に強い住環境を形成します。 

●市民の健康づくりを支える拠点（公園、グラウンド等）及

び歩行者ネットワーク（河川堤防を活かした散策路、サイ

クリングロード等）を形成します。 

●高齢者をはじめ、誰もが安全、快適に歩ける住環境を形成

します。 

③地域の生活基盤となる道路、公園、下水道等が充実した、良

好な住環境やコミュニティの維持、育成につながる都市づく

りを進めます。 

《都市空間づくりとしての基本方向》 

●市街化区域内において、道路、公園、下水道等の都市基盤

が整い、多様な居住ニーズに対応した住宅が立地する、良

好な住宅地を形成します。 

 ●集落地において、若年層が定着し、地域活力を維持するこ

とのできる良好な住環境を形成します。 
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図 「誰もが安心して暮らし続けられる都市づくり」に係る将来都市構造 
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都市づくりの目標２ 活力や賑わいを創出する都市づくり 

①国道２１号を大動脈としたきめ細やかな幹線道路ネットワー

クが形成され、活発な産業活動や交流拡大につながる都市づ

くりを進めます。 

《都市空間づくりとしての基本方向》 
●国道２１号と岐阜南部横断ハイウェイを主軸とした、広域

的に都市間を結ぶ幹線道路ネットワークを形成します。 

●都市間や市内の様々な拠点間を結び、円滑に自動車交通を

処理できる、幹線道路ネットワークを形成します。 

②賑わいのあるまちの顔や、活力のある産業集積が形成され、

これらが市全体の持続的な発展を牽引するような都市づくり

を進めます。 

《都市空間づくりとしての基本方向》 
●国道２１号沿道や東海環状自動車道（仮称）大野・神戸 IC

等にアクセスする主要地方道北方多度線、主要地方道岐阜

巣南大野線バイパスの沿道など、交通利便性の高い場所を

積極的に活かして、産業集積を促進します。 

●既存工業地の機能維持と利用増進を図ります。 

●ＪＲ穂積駅周辺において、まちの顔としてふさわしい、利

便性が高く魅力的な環境を形成します。 

●朝日大学周辺を中心として、学術研究機能と連携した先端

産業の誘致や、若者が魅力を感じる住環境の形成等、活力

ある学園都市づくりを進めます。 

●営農環境との調和に十分留意しながら、地域の活性化に寄

与する新たな産業（６次産業等）の検討を進めます。 

③民間活力や既存ストックの活用等によって都市運営の効率化

が図られ、持続的な発展が可能となる都市づくりを進めます。

《都市空間づくりとしての基本方向》 
●人口の誘導等に際しては、良質な民間開発を誘導するとと

もに、市街化区域内の低未利用地を優先的に活用します。 

●市街化区域以外での新たな産業等の立地需要に対しては、

既存ストックの活用が可能な地域（幹線道路沿道、市街地

隣接部 等）を中心として、計画的に誘導します。 

●道路、橋梁、公園等の都市基盤について、適切な維持、管

理を通じて長寿命化を図ります。 
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図 「活力や賑わいを創出する都市づくり」に係る将来都市構造 
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都市づくりの目標３ 多様な交流を創出する都市づくり 

①中山道、美江寺宿等の特色ある歴史、文化資源を最大限に活

かした、市民が誇りを持ち、多くの人が訪れたくなる都市づ

くりを進めます。 

《都市空間づくりとしての基本方向》 

●中山道を主軸とした、点在する歴史、文化資源を楽しく巡

ることのできる歩行者ネットワークを形成します。 

●美江寺宿周辺等において、歴史的な建造物や街並み、それ

らを舞台とした祭りや活動等と一体となった良好な住環境

を保全するとともに、交流空間としての活用を進めます。 

②市民がスポーツやレクリエーション、文化活動等を身近で楽

しめ、市民同士の交流が活発な都市づくりを進めます。 

《都市空間づくりとしての基本方向》 

●市内各所において、中・大規模な公園を中心とした、市民

交流拠点（スポーツ、レクリエーション、文化活動等の場）

を形成します。 

●地域コミュニティを育成する場として、各地域の既存の公

園、緑地の有効活用、魅力化を進めます。 

●巣南庁舎周辺地区の地域生活拠点に、現状の庁舎、図書館

等の機能に加え、市民が交流する機能により市民交流拠点

を形成します。 

③点在する歴史、文化資源や公園等が有機的にネットワークし、

多様な交流や、各施設の利用増進につながる都市づくりを進

めます。 

《都市空間づくりとしての基本方向》 

●地域資源同士を結び、市内の回遊性を高める環状の道路ネ

ットワークを形成します。 

●多くの一級河川を活かした、自然と触れあい、市内を網羅

できる歩行者ネットワークを形成します。 

●長良川や墨俣一夜城等と連携した、周辺都市との広域的な

観光レクリエーションネットワークを形成します。 
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図 「多様な交流を創出する都市づくり」に係る将来都市構造 
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都市づくりの目標４ 自然や環境と調和する都市づくり 

①多くの一級河川や農地等による田園風景を活かした、美しく、

自然に親しみを感じることのできる都市づくりを進めます。 

《都市空間づくりとしての基本方向》 

●一級河川や農地等による田園風景など、豊かな緑地環境を

積極的に保全します。 

●多くの一級河川を活かし、身近な親水空間の形成や、点在

する公園同士を結んで生物多様性の保全等に寄与する水と

緑のネットワークの形成を図ります。 

●市街化区域内の低未利用地や耕作放棄地等を活かした、農と

の触れあい空間を形成します。 

②利便性の高い公共交通体系や緑豊かな住環境等を備えた、地

球環境にやさしい、持続可能な都市づくりを進めます。 

《都市空間づくりとしての基本方向》 

●自動車交通への依存を抑制し、CO2 削減に寄与する、公共

交通ネットワークや歩行者ネットワークを形成します。 

●緑豊かで環境配慮型の都市施設の整備や住宅地の形成を進

めます。 

●犀川遊水地等の良好な自然環境を活かした、環境学習の場

を形成します。 
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図 「自然や環境と調和する都市づくり」に係る将来都市構造 
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  ４つの視点それぞれで展開した将来都市構造について、総括（統合）すると、

次ページの図のとおりとなります。 

また、瑞穂市第２次総合計画に基づく各種拠点については、これを踏まえつ

つ、本プランにおいて、以下のようにその位置と方向性について定義します。

都市拠点 

位置 ＪＲ穂積駅周辺 

方向性 

●公共交通（ＪＲ、バス）の要を担い、多様な都市機能（商

業機能、医療機能、福祉機能、金融機能、行政機能等）

が集積した拠点とします。 

 

地域生活拠点 

位置 
馬場交差点周辺、十九条駅周辺、犀川地区周辺、国道２１

号沿道周辺、巣南庁舎周辺、朝日大学周辺 

方向性 

●公共交通ネットワーク（バス、樽見鉄道）との連携を踏

まえた、一定の都市機能が集積した拠点とします。 

●国道２１号沿道周辺については、国道２１号と市道西部

環状線のネットワークを担う重要な拠点とします。 

●朝日大学周辺については、周辺に居住する学生等若者が

魅力を感じる学園都市として位置づけます。 

 

学術研究拠点  

位置 朝日大学周辺 

方向性 
●朝日大学周辺を中心に、大学及び病院等による学術研究

機能と連携した先端産業が集積した拠点とします。 

 

交流拠点 

位置 公園、グラウンド、歴史、文化施設等 

方向性 

●歴史や文化資源を活かした、市民がスポーツやレクリエ

ーション等を楽しむことができる拠点とします。 

○健康づくり拠点…公園、グラウンド等市民の健康づく

りを支える拠点 

○市民交流拠点…中・大規模な公園を中心とした、スポ

ーツ、レクリエーション、文化活動の場となる拠点 

○歴史、文化交流拠点…中山道、美江寺宿等の歴史的な

建造物や街並み、それらを舞台とした祭りや活動の場

となる拠点 
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図 将来都市構造（総括） 
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４－２ 土地利用構想 

１．土地利用の基本方針 

 本市では、市全体として、良好な住宅市街地の形成や、田園環境の保全及び

これとの調和を基本方向としながら、身近な生活拠点の形成など、地域ごとの

課題や特性に応じて、きめ細やかな土地利用を進めます。 

その上で、市街化区域を中心とした地域では、低未利用地や、駅、庁舎、商

業、医療施設などの既存ストックの活用が可能な場所を積極的に活かしなが

ら、都市機能を適切に配置し、計画的な市街化を促進します。特に、ＪＲ穂積

駅周辺地区等の拠点的な場所では、都市の活力の向上や、集約型都市構造への

転換を図る観点から、都市機能の強化に寄与する土地利用を重点的に進めま

す。 

一方、市街化調整区域と準都市計画区域を中心とした地域では、無秩序な市

街化を抑制し、良好な営農環境、自然環境の保全を図ることを重視しながら、

地域活力の維持等の観点から、既存ストックの活用が可能な場所を中心とし

て、開発と保全のバランスの取れた土地利用を進めます。 

 

 

 

２．土地利用区分毎の方針 

《土地利用の区分》 土地利用の基本方針を踏まえ、本市の土地利用区分を次のよ

うに設定します。 

 

①住宅地（街なか居住） 

②住宅地（周辺、郊外居住） 

③商業地 

④住工共存地 

⑤工業地 

⑥沿道複合地 

⑦農地、集落地         

⑧自然環境地 

 

 

 

… 市街化調整区域と 

準都市計画区域を中心 

  とした土地利用区分 

… 市街化区域を中心 

  とした土地利用区分 
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《規制、誘導等の方針》 

 

土地利用区分毎の規制、誘導方針及び配置場所を次のように

設定します。 

 

①住宅地（街なか居住） 

規制、誘導方針 

●都心部の利便性の高い住宅地として、低層の戸建て住宅から中高

層の集合住宅までの多様な住宅と、生活利便施設や業務施設等と

が調和しながら立地する土地利用を図ります。 

配置場所 ●ＪＲ穂積駅を中心とした商業地周辺の住宅地 

 

②住宅地（周辺、郊外居住） 

規制、誘導方針 

●低層の戸建て住宅や低・中層の集合住宅を中心としながら、生活

利便施設もある程度立地する、快適性と利便性を備えた良好な住

宅地としての利用を図ります。 

●地域生活拠点として位置づけられる地区や、これに連絡する幹線

道路の沿道では、生活利便施設が集積する、周辺地域住民の日常

生活を支える土地利用を図ります。 

●農地等による田園風景のある地域に近接する地区では、農と共生し

たゆとりある良好な住宅地としての利用を図ります。 

配置場所 
●各鉄道駅を中心に広がる住宅地 

●主要な幹線道路を軸に広がる住宅地 

 

③商業地 

規制、誘導方針 

●広域的な集客力を有するものを含む、生活利便施設を中心とした

土地利用を図ります。 

●都市拠点として位置づけられる場所では、生活利便施設や業務施

設、中高層の集合住宅等の多様な機能が集積、複合化する、利便性

と魅力を備えた「まちの顔」としてふさわしい土地利用を図ります。

配置場所 ●ＪＲ穂積駅周辺、犀川地区周辺 

 

④住工共存地 

規制、誘導方針 

●住環境と操業環境の調和を目的に、工場と住宅等が共存する土地

利用を維持します。 

●住宅が土地利用の主体となるなど、今後の土地利用動向に大きな

変化がみられる場合は、長期的な視野のもと、土地利用のあり方

を検討します。 

配置場所 ●工場と住宅等が共存する地区 



 

- 32 - 

⑤工業地 

規制、誘導方針 
●幹線道路への近接性を活かし、周辺環境との調和にも十分留意しな

がら、工場や流通、業務施設等を主体とした土地利用を図ります。

配置場所 
●既存工業地一帯 

●主要な幹線道路の沿道、周辺 

 

⑥沿道複合地 

規制、誘導方針 

●広域的な幹線道路の沿道という利便性を活かし、車利用に対応し

たロードサイド型の商業施設や、流通施設、業務施設等が立地す

る、非住居系を基本とした土地利用を図ります。 

●市街地外については、市街化調整区域等の性格や、周辺の営農環

境との調和に十分留意しながら、地域資源を活用した６次産業施

設や、東海環状自動車道（仮称）大野・神戸ＩＣ等への近接性を

活かした流通、業務施設の立地をはじめ、地域の活性化に寄与す

る適正かつ合理的な土地利用を図ります。 

配置場所 
●国道２１号、主要地方道北方多度線、主要地方道岐阜巣南大野線

バイパスの沿道一帯 

 

⑦農地、集落地 

規制、誘導方針 

●良好な営農環境や景観等を支える優良農地の保全を図ります。 

●集落地については、周辺の営農環境との調和に十分留意しながら、

低層を基本とした良好な住環境を保全する土地利用を図ります。 

●地域生活拠点として位置づけられる地区では、生活利便施設が多

く立地する、周辺地域住民の日常生活を支える土地利用を図りま

す。 

●周辺の営農環境との調和に十分留意しながら、地域の活性化に寄

与する新たな産業（６次産業等）の土地利用を検討します。 

配置場所 ●市街化調整区域、準都市計画区域内の農業、集落地 

 

⑧自然環境地 

規制、誘導方針 

●多様な生態系の生息域として、自然環境の保全を図ります。 

●市民の憩い、環境教育、健康づくり等に寄与する場として、有効

活用を図ります。 

配置場所 ●一級河川の一帯 
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図 将来土地利用構想 
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将来都市構造 

土地利用構想 

 

第５章 分野別都市づくり計画 

 

 

 

 本章では、『第４章 都市づくりの基本計画』による、将来都市構造及び土地

利用構想の実現に向けた、４分野毎の都市計画施策の展開の考え方を設定しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別方針１ 道路、交通づくりの方針 

①幹線道路の整備 

②安全、快適な道づくり 

③公共交通の充実 

分野別方針２ 水、緑づくりの方針 

①公園の整備 

②緑豊かで潤いのある空間づくり 

③公共用水域の保全 

分野別方針３ 市街地づくりの方針 

①都市基盤の整備 

②適正、合理的な土地利用 

③拠点地区の整備 
 

分野別方針４ 都市環境づくりの方針 

①防災性の向上 

②良好な景観の形成 

③地球環境の保全 

【関連する都市施設】 

・道路、駅前広場       など

【関連する都市施設】 

・公園、緑地、河川、下水道（汚水） など

【関連する地域地区、市街地開発事業等】

・市街化区域、市街化調整区域 

・用途地域、特定用途制限地域 

・市街地開発事業（土地区画整理事業）

・地区計画          など

【関連する地域地区、都市施設】 

・準防火地域、景観地区 

・河川、下水道（雨水）    など

都市づくりの目標１ 
誰もが安心して
暮らし続けられ
る都市づくり 

都市づくりの目標２ 
活力や賑わいを
創 出 す る 都市
づくり 

都市づくりの目標３ 
多 様 な 交 流 を
創 出 す る 都 市
づくり 

都市づくりの目標４ 
自 然 や 環 境 と
調 和 す る 都 市
づくり 
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５－１ 道路、交通づくりの方針 

１．基本方針 

 本市では、自動車交通の利便性を高め、活発な産業活動や交流拡大を促進す

るため、幹線的な道路の整備を計画的に進めます。これらの整備にあたっては、

数多くの路線があることを踏まえ、各路線が果たすべき役割に応じた段階構成

を明確にするとともに、整備の優先順位づけも行うなど、効率的かつ効果的に

進めることとします。 

また、歩行者や交通弱者の視点に立った交通環境の充実にも積極的に取り組

みます。特に、超高齢社会に対応し、過度に自動車に頼らず暮らせる日常生活

圏を構築するため、ＪＲ穂積駅を中心とした都市拠点間、地域生活拠点間の公

共交通ネットワークの形成や、安全な歩行環境の整備等を進めます。 

 

《施策体系》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．整備、誘導の方針 

《幹線道路の整備》 ①段階構成の明確な幹線道路ネットワークの形成 

・市内外多くの人が利用する幹線的な道路については、「広域幹

線」、「主要幹線」、「幹線」、「補助幹線」といった段階構成に

基づく区分を行い、それぞれの役割や交通処理の状況等に応

じて、計画的に整備を行います。 

・具体的には、都市計画道路の整備はほぼ完了していますが、

個別具体プランである「瑞穂市道路網整備計画」に基づき、

また、当該計画の見直しも適宜行いながら、道路整備を着実

に進めます。 

 

●幹線道路の整備 ・・・・・・・・ ①段階構成の明確な幹線道路ネットワークの形成 

 ②都市間を結ぶ道路の整備 

 ③地域間を結ぶ道路の整備 

●安全、快適な道づくり ・・・・ ①生活道路の整備 

 ②歩行環境の整備 

 ③美しく機能的な道路空間の整備 

●公共交通の充実 ・・・・・・・・ ①利便性の高い公共交通ネットワークの形成 

 ②交通結節点の整備 
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■段階構成に基づく道路区分と対象路線 

区分 機能、役割のイメージ 路線名 ≪都市計画道路名称≫

広域幹線 
・都市間の広域的な交通を

集約して処理 
・広域都市圏の骨格を形成 

・東海環状自動車道 ≪(都)東海環状自動車道≫ 
・岐阜南部横断ハイウェイ 

主要幹線 

・隣接都市間及び都市内の
地域間の交通を集約して
処理 

・都市の骨格を形成 

・国道２１号 ≪(都)一般国道２１号線)≫
・主要地方道北方多度線 ≪(都)馬場北方線・馬場祖父江線≫
・主要地方道岐阜巣南大野線バイパス ≪(都)岐阜穂積線≫ 
・一般県道曽井中島美江寺大垣線（巣南庁舎前） 
・市道西部環状線 

幹  線 

・都市内の地域間の交通を
集約して処理 

・都市または地域の骨格を
形成 

・一般県道曽井中島美江寺大垣線（美江寺） 
・一般県道曽井中島美江寺大垣線（鷺田橋） 
・一般県道美江寺西結線 ≪(都)十九条宝江線≫ 
・一般県道穂積巣南線 ≪(都)穂積鷺田橋線≫ 
・市道穂積鷺田橋線 ≪(都)穂積鷺田橋線≫ 

補助幹線 

・主要幹線、幹線で囲まれ 
た区域内に発生集中す 
る交通を集約して処理 

・地域の骨格を形成 

・主要地方道岐阜巣南大野線
・一般県道墨俣合渡岐阜線 
・一般県道穂積停車場線 ≪(都)駅前線≫ 
・市道合渡下生津線 ≪(都)合渡下生津線≫ 
・市道別府穂積線 ≪(都)別府穂積線≫ 
・市道別府祖父江線 ≪(都)別府祖父江線≫ 
・市道本田別府線 ≪(都)本田別府線≫   他１０路線 
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 ②都市間を結ぶ道路の整備 

・「広域幹線道路」である東海環状自動車道及び岐阜南部横断ハ

イウェイについて、全線の整備を促進します。 

・「主要幹線道路」のうち、国道２１号及び主要地方道岐阜巣南

大野線バイパスについて、概成、暫定供用区間や未整備区間

の整備を促進します。また、市道西部環状線について、未整

備区間の整備を推進します。 

 

 ③地域間を結ぶ道路の整備 

・「幹線道路」のうち、一般県道美江寺西結線及び一般県道穂

積巣南線について、都市計画決定された区間、概成、暫定供

用区間の整備を促進します。 

・路線数の多い「補助幹線道路」については、狭あい区間の多

い主要地方道岐阜巣南大野線をはじめ、整備優先度の高い路

線を中心に、概成、暫定供用区間や未整備区間の整備を促進

または推進します。 

 

 

《安全、快適な道づく

り》 

①生活道路の整備 

・市道を中心とした、幹線的な道路に連絡する生活道路につい

ては、地元の要望に加え、緊急性、必要性、整備効果、実現

性といった客観的な評価基準に基づいて、各路線の整備優先

度を決定し、計画的に整備を進めます。 

 

 ②歩行環境の整備 

・身近な日常生活圏の形成を目指す駅周辺や、通学路、公共公

益施設周辺など、歩行者の安全確保の重要性が高い場所では、

歩道やカラー舗装による歩車分離、バリアフリー（歩道の段

差解消等）、自動車の速度を低減するための狭さくの設置、街

路灯の設置等を進めます。 

・多様な交流の創出に向け、犀川等の河川空間や、中山道等の

歴史、文化資源の保存、ＰＲ施策との連携も図りながら、連

続性のある歩道等の整備や、カラー舗装、誘導サイン類の設

置、休憩のできる憩い、緑陰空間の整備など、歩いて楽しい

道づくりを進めます。 
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 ③美しく機能的な道路空間の整備 

・多くの人が利用する幹線的な道路を中心として、街路樹の維

持、管理や、市民の取り組みによる緑化を図り、美しい道路

空間の保全、創出に努めます。 

・東海環状自動車道（仮称）大野・神戸 IC へのアクセス道路や、

市内の環状道路ネットワークを構成する路線等では、道路整

備にあわせ、来訪者、観光客の快適な滞在、回遊に寄与する、

誘導サインの設置や観光案内サービス機能の整備を図りま

す。 

 

 

《公共交通の充実》 ①利便性の高い公共交通ネットワークの形成 

・交通事業者や周辺都市と連携し、ＪＲ東海道本線や樽見鉄道

とバス等を一体的に捉えた上で、輸送機能の維持、強化や輸

送サービスの維持、向上に取り組んでいきます。 

・バス等の公共交通については、「公共交通グランドデザイン」、

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく「地域

公共交通網形成計画」を策定のもと、ＪＲ穂積駅を中心とし

た都市拠点、地域生活拠点間のネットワーク形成及び超高齢

社会に対応するため、交通弱者対策を重視して、運行路線等

を検討します。 

 

 ②交通結節点の整備 

・ＪＲ穂積駅周辺地区では、まちの顔づくりに係る土地利用施策、

市街地整備との連携にも留意しながら、駅前広場や、駅へのア

クセス道路、駐車場、駐輪場など、ＪＲ東海道本線とバス、自

家用車、自転車との円滑な乗り継ぎに寄与する環境の整備を検

討します。 

・巣南庁舎周辺地区等の地域生活拠点として位置づけられる場

所では、身近な生活拠点づくりに係る土地利用施策、市街地

整備との連携にも留意しながら、バス待合所や、駐輪場、駅

へのアクセス道路など、バスと自転車または樽見鉄道とバス、

自転車の円滑な乗り継ぎに寄与する環境の整備を検討しま

す。 
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図 道路･交通づくりの方針 

【東海環状自動車道】 
未整備区間(西回りルート)の整備 【主要地方道岐阜巣南大野線バイパス】

未整備区間の整備 

【国道２１号】 
概成、暫定供用区間の
整備 

【市道西部環状線】 
未整備区間の整備 

【ＪＲ穂積駅周辺】 
交通結節点の整備 

【中山道】 
誘導サイン類の設置等、
歩いて楽しい道づくり 

注：この図面は、すべての施策を網羅したものではなく、また、

各施策の具体的な位置、区域等を特定したものではない。 

【バス路線】 
運行路線や運行本数等
の見直し検討 

「幹線道路の整備」に関する施策の例 

「安全、快適な道づくり」に関する施策の例

「公共交通の充実」に関する施策の例 
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５－２ 水、緑づくりの方針 

１．基本方針 

 本市では、市民の憩い、ふれあい、健康づくり等の利便性を高めるため、市

を代表する大きな公園や身近で気軽に利用できる公園の整備を計画的に進め

ます。 

現在、本市の都市計画決定されている公園は、下記に示す９箇所、３．８１

ha で整備されています。 

種別 名 称 計画面積 

街区 前畑公園 ０．２０ha 

〃 上光公園 ０．２７ha 

〃 高道公園 ０．２５ha 

〃 滝坪公園 ０．２５ha 

〃 真菰池公園 ０．２１ha 

〃 彦内公園 ０．２９ha 

〃 天待公園 ０．２６ha 

〃 南流公園 ０．７８ha 

近隣 馬場公園 １．３ha 

合計（９箇所） ３．８１ha 

さらに、これらの公園とあわせ、緑豊かで潤いのある都市環境を形成するた

め、本市の特徴である多くの一級河川や、農地等による田園風景の保全、活用

を重視しながら、良好な緑地、自然環境の保全、創出を計画的に進めます。 

また、河川を中心とした公共用水域については、いつまでも美しく、安らぎ

や親しみを感じることができるよう、下水道の整備を通じて水質保全を図りま

す。 

なお、もとす広域連合衛生施設し尿処理場（都市計画名称：本巣衛生施設し

尿処理場）については、生活環境の保全や公衆衛生の向上のための施設として、

適正な維持、保全に努めます。 

 

《施策体系》 
 

 

 

 

 

 

●公園の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ①拠点的な公園の整備 

 ②身近な公園の整備 

●緑豊かで潤いのある空間づくり ・・・ ①親水空間の整備 

 ②水と緑のネットワークの形成 

 ③緑豊かな住環境の保全、創出 

●公共用水域の保全 ・・・・・・・・・・・・・ ①下水道の整備 
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２．整備、誘導の方針 

《公園の整備》 ①拠点的な公園の整備 

・市民の憩い、ふれあい、健康づくり等を支える拠点的な公園

として、市内各所に中・大規模な公園を配置し、計画的に整

備を推進します。 

・馬場公園、生津スポーツ広場、中ふれあい広場等の既存公園

については、機能の相互補完や、防災機能の強化等を検討し

ます。 

・（仮称）天王川スポーツ公園については、災害時における主要

な防災活動拠点の機能を有し、スポーツ等の活動の場として

土地改良事業による基盤整備とあわせて整備を推進します。 

 

 ②身近な公園の整備 

・街区公園等の市民が身近に利用できる公園については、地域

生活拠点として位置づけられる場所や、市街化区域内の公園

が不足している場所を中心として、市街化区域内に残存する

低未利用地を活かし、市街地整備との連携にも留意しながら、

計画的に整備、確保を図ります。 

・既存公園については、施設の老朽化等により住民のニーズに

対応できなくなったものを中心として、地域の特性に応じた

公園への再整備を図ります。 

・市民に親しまれる公園づくりや、施設の長寿命化等の観点か

ら、地元自治会に対して植栽や清掃、遊具の安全点検を委託

するなど、市民参加による公園の維持、管理を推進します。 

 
 
《緑豊かで潤いのある 

空間づくり》 

①親水空間の整備 

・犀川や五六川等における河川改修、その他治水関連事業にあ

わせ、自然と触れあい、環境学習の場や、スポーツ等の活動

の場として活用できる親水空間の整備を図ります。 

・親水空間の整備にあたっては、河川が本来持つ生態系（ハリヨ

など）や、歴史ある土木遺産である牛牧閘門などや地域文化と

の調和に留意します。特に、犀川遊水地一帯では、優れた生態

系の保全、再生について、積極的に取り組みます。 
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 ②水と緑のネットワークの形成 

・良好な景観や、生物多様性、防災等を支える自然環境の保全、

創出を図るため、全市的な水と緑のネットワーク（自然環境

が連続した空間）の形成を目指します。 

・市内を流れる多くの一級河川については、水と緑のネットワ

ークの主軸として、河川改修と連携した植生保全や、地元自

治会と連携した桜並木と河川周辺緑地の適切な保存、管理等

を進めます。 

・一級河川以外の場所では、幹線道路での街路樹の植樹や、緑

の多い公園の整備、公園周辺、道路沿道での民有地緑化等を

通じ、河川周辺緑地とも連続した緑地空間の形成を図ります。

 

 ③緑豊かな住環境の保全、創出 

・官公庁施設や教育施設など、地域の緑の拠点となるべき公共

公益施設については、施設整備にあわせた緑化や、緑地の適

切な維持、管理を推進します。 

・民有地では、集落内の生垣や屋敷林など、市民が身近に接す

ることのできる緑地の保全や適切な維持、管理を促進します。

また、駅周辺等の多くの人が集い利用する場所を中心としな

がら、敷地緑化、建築物緑化を促進します。 

・地域住民が主体となった積極的で効果の高い緑地保全、緑化

活動に対しては、補助、助成等の支援を検討します。 

・良好な営農環境や景観、防災等を支える農地については、農

業関連施策とも連携しながら保全を図ります。 

・市街化区域内の低未利用地のうち、農業振興地域内の耕作放

棄地等については、土との触れあいや、環境学習と健康づく

りの場となる市民農園、市民菜園としての有効活用を検討し

ます。 

 
 
《公共用水域の保全》 ①下水道の整備 

・公共用水域の水質を保全し、良好な住環境の形成を図るため、

都市計画区域内では公共下水道、準都市計画区域では特定環

境保全公共下水道による整備を基本とし、市街化区域と住居

が密集していて下水道による処理が効果的な地域について

は、下水道による汚水処理を推進します。 
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・市街化区域外で住居が点在しているような地域では、合併浄

化槽の設置を促進します。 

・下水道整備については、都市計画として公共下水道排水区と

その他施設が決定されており、具体的には、個別具体プラン

である「瑞穂市公共下水道全体計画」に基づき、また、当該

計画の見直しも適宜行いながら、着実に進めることとします。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 公共下水道等の計画区域 

出典：瑞穂市公共下水道全体計画

凡 例 

    公共下水道（瑞穂処理区<瑞穂地区>） 

    公共関連特環下水道（瑞穂処理区<中地区>） 

    特定環境保全公共下水道（西処理区<事業済み>)

    コミュニティ･プラント（別府処理区<事業済み>） 

    農業集落排水事業（呂久地区<事業済み>） 

    浄化槽（着色の無い範囲を含む） 

アクアパークみずほ 

水処理センター 
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図 水、緑づくりの方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画区域】 
公共下水道の整備 

【市街化区域】 
低未利用地を活かし
た公園整備 

【犀川】 
河川改修にあわせた
親水空間整備 

【各一級河川】 
桜並木、河川周辺緑地の適切な保存、管理

注：この図面は、すべての施策を網羅したものではなく、また、

各施策の具体的な位置、区域等を特定したものではない。 

「公園の整備」に関する施策の例 

「緑豊かで潤いのある空間づくり」に関する施策の例

「公共用水域の保全」に関する施策の例 

【準都市計画区域】 
特定環境保全公共下水道の整備
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５－３ 市街地づくりの方針 

１．基本方針 

 本市では、活発な都市活動や快適、便利な日常生活を支える良好な市街地環

境を形成するため、適正かつ合理的な土地利用とともに、その土地利用の土台

となる道路、公園等の都市基盤の整備、確保を進めます。 

都市基盤の整備、確保については、低未利用地がまとまって残存する場所に

おいて、土地区画整理事業を実施するなど、各地区の課題や特性に応じた適切

な手法を活用して計画的に進めます。一方、適正、合理的な土地利用について

は、用途地域や地区計画等の法制度の適切な運用や、良質な空家、空き店舗の

有効活用等を通じて進めます。 

なお、ＪＲ穂積駅周辺その他拠点的な場所については、利便性が高く魅力的

なまちの顔の形成など、都市づくり全体の先導的な役割に留意し、これらの施

策を重点的、一体的に推進します。 

 

 

《施策体系》 
 

 

 

 

 

 

２．整備・誘導の方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●都市基盤の整備 ・・・・・・・・ ①都市基盤未整備地区の整備 

 ②都市基盤整備済地区（土地区画整理済 等）の

環境保全、有効活用 

 ③集落の整備 

●適正、合理的な土地利用 ・・・ ①土地利用に係る制度の適切な運用 

 ②既存ストックの活用 

●拠点地区の整備 ・・・・・・・・ ①都市拠点（ＪＲ穂積駅周辺地区）の整備 

 ②地域生活拠点（巣南庁舎周辺地区 等）の整備 

 ③学術研究拠点（朝日大学周辺地区）の整備 
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２．整備、誘導の方針 

《都市基盤の整備》 ①都市基盤未整備地区の整備 

・低未利用地がまとまって残存する場所では、道路、公園等の

都市基盤が不十分なまま市街化が進まないよう、本田地域等

で土地区画整理事業の実施や、良質な民間開発の誘導等によ

り市街地整備を図ります。 

・都市基盤が未整備であり、古くからの市街地では、巨大地震に

対する危険性が高い木造住宅密集地や、土地の高度利用を図る

べき拠点的な場所を中心として、地区計画制度の活用も検討し

ながら、狭あい道路の解消、地区の骨格となる生活道路の整備、

広場やオープンスペースの確保など、環境改善を図ります。 

 

 ②都市基盤整備済地区（土地区画整理済 等）の環境保全、有効活用

・土地区画整理事業や民間開発等により、都市基盤が十分に整

備された地区で、特に良好な住環境の保全や土地の高度利用

を図る必要がある場合は、地区計画制度を活用したきめ細か

な土地利用の誘導を進めます。 

・高齢化や都市基盤の老朽化が進行している地区では、道路、

公園等のリニューアル、バリアフリー化や、空家、空き地を

活かした日常生活を支援する機能の導入など、地区の課題に

応じた再生の取り組みを支援、検討します。 

 

 ③集落の整備 

・市街化調整区域と準都市計画区域に分布する古くからの集落

では、農業関連施策との連携や、中山道沿道の歴史的な建造

物、街並みの保全等に留意しながら、集落の骨格となる生活

道路や排水路等の整備を図ります。 

 
 

《適正、合理的な 

土地利用》 

①土地利用に係る制度の適切な運用 

・市街化区域の拡大は、原則、抑制していきます。ただし、犀

川周辺地区や国道２１号沿道周辺地区など、都市の活力を維

持し、持続的な発展を図る上で重要な役割を担う場所につい

ては、土地の有効、高度利用と良好な市街地環境の形成を図

るべく、市街化区域への編入を検討します。 



 

- 48 - 

・用途地域については、現在の指定の維持を基本とします。た

だし、土地利用の現状や動向、市街地開発事業の進展、将来

の人口の見通し等を踏まえつつ、土地利用構想で設定した住

宅地、商業地、工業地等が適切に形成されるよう、適宜、見

直しを行います。 

・準都市計画区域では、主要地方道岐阜巣南大野線バイパスの

整備に伴う土地利用条件の変化に留意し、無秩序な宅地開発

を抑制するとともに、良好な住環境、営農環境と調和した適

正かつ合理的な土地利用を誘導するため、土地利用のルール

（特定用途制限地域等）の指定を検討します。また、営農環

境との調和に十分留意しながら、地域の活性化に寄与する新

たな産業（６次産業等）の土地利用を検討します。 

・拠点的な場所における土地の高度利用や、既存住宅団地にお

ける良好な住環境の保全、市街化調整区域内の集落における

地域コミュニティの維持など、地区の課題や特性に応じて、

きめ細かに土地利用を誘導するため、適宜、地区計画制度の

活用を図ります。 

 

 ②既存ストックの活用 

・厳しい財政状況のなか、都市経営コストを抑制しながら効率

的に土地利用を進めるため、これまでに整備された道路、公

園、公共公益施設等について、適切に維持、管理し、長寿命

化による有効活用を図ります。 

・良質な空家、空き店舗については、駅周辺での街なか居住に

寄与する子育て支援施設としての活用や、高齢化が進む既存

住宅団地における子育て世帯の住み替え先としての活用な

ど、有効活用を進めるための支援、誘導方策を検討します。 

 
 
《拠点地区の整備》 ①都市拠点（ＪＲ穂積駅周辺地区）の整備 

・民間活力や空家、空き地を活かし、都市基盤の整備、改善も

図りながら、賑わい創出に寄与する商業施設、交流施設や、

若い世帯の定住に寄与する子育て支援施設、定住人口の受け

皿となる中高層の集合住宅など、まちの顔として不足する都

市機能の集積、複合化を促進します。 

・高齢者をはじめ、誰もが快適で便利に暮らし、訪れることが
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できるよう、ＪＲ穂積駅を中心とした交通結節機能の強化や、

多くの人が利用する公共公益施設及びその周辺におけるバリ

アフリー化など、公共空間の質の向上を図ります。 

・ＪＲ穂積駅周辺地区の整備にあたっては、市民、商工業関係

者、交通事業者等の参画により個別具体プランを策定し、こ

れに基づいて、土地利用施策、公共交通施策、市街地整備を

一体的に推進します。 

 

 ②地域生活拠点（巣南庁舎周辺地区 等）の整備 

・巣南庁舎周辺地区等は、市民の憩い、ふれあい、健康づくり

等を支える拠点的な市民交流拠点を整備します。 

・それぞれの地区の課題や特性に応じ、都市基盤の整備、改善や、

交通結節機能の強化、身近な生活拠点として不足する都市機能

の集積等を進めます。 

・朝日大学周辺地区等では、若者が魅力を感じる住環境の整備

を推進します。 

・国道２１号沿道周辺地区については、恵まれた交通条件や大

規模な低未利用地を活かして、土地の高度利用を進めるため、

土地区画整理事業の実施による、新市街地の整備を検討しま

す。 

 

 ③学術研究拠点（朝日大学周辺地区）の整備 

・産学官の連携体制のもと、学術研究機能の強化や、これとの

連携による超高齢化に対応した健康、医療、福祉関連産業等

の機能集積に向けて地区計画制度等の活用を図ります。 

・地域生活拠点としての取り組みとも連携しながら、大学とＪ

Ｒ穂積駅とを結ぶ道路を中心として、安全な歩行環境の整備

や、良好な景観の形成、賑わい創出や大学関係者の利便に寄

与する商業施設の立地誘導等を進めます。 
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図 市街地づくりの方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：この図面は、すべての施策を網羅したものではなく、また、

各施策の具体的な位置･区域等を特定したものではない。 

「都市基盤の整備」に関する施策の例 

「適正、合理的な土地利用」に関する施策の例 

「拠点地区の整備」に関する施策の例 

【市街化区域】 
低未利用地がまとまって残存する場
所での計画的な都市基盤整備 

【準都市計画区域】 
土地利用のルール、利活用の検討 
（特定用途制限地域、工業導入地域等）

【穂積駅周辺地区】 
まちの顔としてふさわしい
機能集積、公共空間整備 

【国道２１号沿道周辺地区】 
立地優位性を活かした新市
街地の整備検討 

【犀川周辺地区】 
市街化区域への編入

【朝日大学周辺地区】 
産学官連携による学術研
究、関連機能等の集積 

【巣南庁舎周辺地区】 
市民の憩い、ふれあい、健
康づくり等の拠点整備 
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５－４ 都市環境づくりの方針 

１．基本方針 

 本市では、質の高い良好な都市環境を形成するため、土地利用施策、公共交

通施策、市街地整備との連携にも留意しながら、防災性及び防犯性の向上や、

良好な景観の形成、地球環境の保全の観点による取り組みを計画的に進めま

す。 

特に、防災性の向上については、巨大地震の発生の切迫性や多くの一級河川

が流下する地域特性から、緊急かつ重要な課題であるため、「防災」、「減災」

及び災害が発生した際のことを想定し、被害を最小化にする都市計画やまちづ

くりを推進する「事前復興」の視点も取り入れながら、都市基盤の整備や建築

物の個別対策等を積極的に進めます。 

さらに、良好な景観の形成や地球環境の保全についても、これらに対する市

民の意識高揚を図り、建築行為に対して配慮を求めるなど、これまで以上に積

極的に取り組みます。 

また、都市計画決定された「瑞穂市火葬場」については、公衆衛生その他公

共福祉の向上のための施設として、適正な維持、保全に努めます。 

 

 

《施策体系》 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●防災性の向上 ・・・・・・・・・・ ①災害に強い都市基盤の整備 

 ②地域の不燃化、耐震化 

 ③防災情報の整備、活用 

●良好な景観の形成 ・・・・・・ ①地域特性に応じた良好な景観形成 

 ②公共空間の景観整備 

 ③景観に配慮した民間開発の誘導 

●地球環境の保全 ・・・・・・・・ ①低炭素な建築物の整備、誘導 

 ②環境負荷の少ない都市構造の構築 
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２．整備、誘導の方針 

《防災性の向上》 ①災害に強い都市基盤の整備 

・大雨時における洪水被害を防止するため、犀川や五六川での

河川改修や、犀川遊水地事業、牛牧排水機場の整備など、犀

川流域を中心とした治水対策を進めます。 

・地域の雨水排水能力を高め、大雨時における内水被害を防止

するため、土地利用施策（無秩序な農地開発の抑制）との連

携にも留意しながら、下水道、雨水排水施設の整備を推進し

ます。 

・被害が広範囲にわたるような災害に対応し、救急搬送、物資

輸送の円滑化を図るため、周辺都市を含めた広域的な視点か

ら、防災活動拠点となる公共公益施設や公園、それらをネッ

トワークする幹線道路の整備を進めます。 

・上記ネットワークについて、具体的には、「岐阜県緊急輸送道

路ネットワーク整備計画」に位置づけられている国道２１号

や主要地方道北方多度線等の緊急輸送道路を主軸に、主要地

方道岐阜巣南大野線バイパスや市道西部環状線その他の幹線

道路によるネットワークの形成に向けて、既成、暫定供用、

未整備区間の整備や橋梁の耐震化を進めます。 

・災害発生時でも常に安定した上、下水道が確保されるよう、

防災活動拠点に接続する管路や、緊急輸送道路に配置された

管路など、重要度の高い水道施設を中心として、耐震化を図

ります。 

 

 ②地域の不燃化、耐震化 

・巨大地震に対する危険性が高い木造住宅密集地を中心として、

地域の協力も得ながら、避難路、避難場所、延焼遮断帯として

機能する道路や公園等の整備、確保を図ります。 

・歴史的な建造物や街並み等を有する場所では、それらの保全

に留意し、適切な消防水利の配置や火災を未然に防ぐ地域住

民の自主的な取り組みなど、地区の実情に応じた対策を実施

します。 

・ＪＲ穂積駅周辺地区等の土地の高度利用を図るべき場所では、

防火地域や準防火地域の指定を継続し、また、適宜拡充して、

火災に強い建築物への建替えを促進します。 
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・市有建築物の耐震化を推進するとともに、住宅その他民間建

築物の耐震化を促進、支援します。 

・建築物の耐震化について、具体的には、「瑞穂市耐震改修促進

計画」に基づき、また、当該計画の見直しも適宜行いながら、

緊急輸送道路沿道や木造住宅密集地、防災活動拠点である公

共公益施設など、重要度、緊急性の高い場所、施設を中心と

して計画的に進めます。 

・適正に管理されていない空家や老朽化した建築物について、

災害危険性の増大を防ぐため、空家対策関係法令に基づく所

有者への働きかけ等を実施します。 
 

 ③防災情報の整備、活用 

・地域の災害危険度に対する市民の正しい認識を促進し、的確

な避難行動や、適正な土地利用等につなげるため、地震や洪

水に係るハザードマップの見直し、充実を図ります。 

・ハザードマップ等の防災情報については、巨大地震に備えた

「事前復興の取り組み（地域の将来像や対策の方向性を被災

前に検討し、被害軽減や円滑な復興につなげるもの 等）」の

きっかけとしても有用であり、これらを活かした地域住民主

体の取り組みを促進、支援します。 

 
 
《良好な景観の形成》 ①地域特性に応じた良好な景観形成 

・市全体としては、多くの一級河川や広大な優良農地を骨格と

した、水と緑に恵まれた環境を積極的に活かし、市内外多く

の人が安らぎや親しみを感じる良好な景観形成を重視してい

きます。 

・富有柿発祥の地としての特色ある農業環境や、中山道及びそ

の宿場町の名残である街並み、小簾紅園、牛牧閘門など、本

市ならではの景観資源を活かし、市民が誇りや愛着を持ち、

観光、交流の活性化にもつながる良好な景観形成を図ります。

 
 ②公共空間の景観整備 

・駅周辺、公園等の公共空間では、緑化、周辺景観や地域の歴

史、文化と調和した施設、設備の整備など、良好な景観形成

の先導的役割に留意した取り組みを進めます。 
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・ＪＲ穂積駅周辺や国道２１号をはじめとした、都市構造上、

重要な場所では、それぞれの特性に応じたまちづくりとの連

携にも留意しながら、公共空間の重点整備を図り、本市の新

しい魅力となるような良好な都市景観の形成に努めます。 

 

 ③景観に配慮した民間開発の誘導 

・周辺景観と調和しない奇抜な色彩の建築物や、過大な屋外広

告物等の発生を防止し、また、良好な都市景観が形成される

よう、建築行為や開発行為等の規制、誘導を図ります。 

・規制、誘導については、具体的には、景観法に基づく「景観

計画」を策定し、良好な景観形成に対する様々な主体の共通

認識の醸成や、色彩や規模等に係る具体的なルールの明示の

もと、計画的に取り組んでいきます。 

 
《地球環境の保全》 ①低炭素な建築物の整備、誘導 

・公共公益施設では、太陽光等の再生可能エネルギー発電設備

の導入や、省エネ効果に優れた先進的設備の導入、敷地緑化、

建築物緑化など、都市の低炭素化の先導的役割に留意した取

り組みを進めます。 

・美来の森については、資源回収拠点（エコステーション）と

して機能強化を図ります。 

・公共公益施設以外についても、都市の低炭素化の促進に関す

る法律に基づく低炭素建築物の普及、啓発や、新たな住宅地

整備にあわせたスマートコミュニティ（再生可能エネルギー

の面的、効率的な活用等を図るシステム）の導入促進等の取

り組みを進めます。 

 

 ②環境負荷の少ない都市構造の構築 

・自動車交通への依存を抑制し、CO2 削減を図るため、ＪＲ穂

積駅周辺地区等の拠点的な場所における、日常生活を支える

機能の集積や安全な歩行環境の整備、各拠点間の公共交通ネ

ットワークの形成等を推進します。 

・緑地が有する CO2 吸収源としての機能や、気候緩和の機能を

維持、確保するため、市北西部の農地等による田園風景のあ

る地域や河川周辺緑地等について、地域の協力を得ながら、

積極的な保全や適正管理を図ります。 
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図 都市環境づくりの方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：この図面は、すべての施策を網羅したものではなく、また、

各施策の具体的な位置、区域等を特定したものではない。 

「防災性の向上」に関する施策の例 

「良好な景観の形成」に関する施策の例 

「地球環境の保全」に関する施策の例 

【犀川】 
河川改修、遊水地事業等 

【ＪＲ穂積駅周辺地区 等】 
自動車交通への依存の抑制（CO2
削減）に係る取り組み 

【市全域】 
・景観計画の策定 

【公共下水道等の計画区域】 
下水道、雨水排水施設の整備 

【国道２１号、主要地方
道岐阜巣南大野線バイパ
ス 等】 
既成、暫定供用区間、未
整備区間の整備、橋梁の
耐震化 

【緊急輸送道路沿道 等】 
建築物の重点的な耐震化 
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図 地域区分図 

第６章 地域別構想にあたって 
 

 

 

 地域別構想では、全体構想の内容や、地域の特性を考慮しながら、各地域のまち

づくりの方向性を定めます。 

６－１ 地域区分 
 
 

 

・地域区分は、改定前の７つの小学校区による区分を継承します。この７つの地域

区分は、自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件、関連計画や市民の日常生活

等においても、基本となっていることを勘案し、設定しています。 
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［１ 地域づくりの前提条件］ 

地域毎に下記の事項を整理します。 
●地域の特徴 

・地域の概況 

・面積及び人口 

・土地利用等の現況 

・都市施設等の現況 

・市民アンケート調査結果 

●地域づくりの主要課題 

●全体構想での代表的な位置付け 

［導入編 Ｐ７～１１］ 

都市全体の課題を踏ま

え、地域特有の課題を整理

します。 

［全体構想編 Ｐ１３～５５］ 

全体構想を踏まえ、地域

内における構想での位置

付けを確認します。 

［２ 地域づくりの方針］ 

1.地域づくりの前提条件の内容を踏まえて、地域づくりの方針を作成します。

・地域づくりの方針 

・地域構造 

・重点施策 

・地域重点施策の進め方 

・地域構造及び重点施策図 

６－２ 地域別構想の構成 
 
 

 

 

 

 

・地域別構想は、導入編のＰ７に示す重点課題への対応、Ｐ８～１１に示す都市全

体の個別分野課題への対応、そして全体構想の内容を踏まえて、下記に示す流れ

により、作成します。 
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６－３ 地域共通の課題と施策 

１．地域共通の課題                                     

 

 

 

 

・地域別構想の作成にあたり、第２章で示されている都市全体における「都市機 

能」、「土地利用」、「都市基盤」、「都市環境その他」の４つの視点からの下記の都

市づくりの主要課題を各地域の共通の課題として整理し、都市全体の分野別都市

づくり計画の施策との関係を整理します。 

 

課   題 分野別都市づくり計画

都市

計画

にお

ける

視点 

内容 

道

路

、

交

通

水

、

緑

市

街

地

都

市

環

境

都 

市 

機 

能 

・人口増加の維持に向けた、若者の定住を促進する良好な住環境の形成  ○ ○  

・超高齢社会に対応した、市民が健康で元気に暮らせる住環境の創出  ○ ○  

・人口減少による日常生活への影響（生活関連サービスの撤退等）を見据えた計画的な対応 ○  ○  

・岐阜市、大垣市等との広域的な連携、役割分担の一層の強化（良好な宅地供給、道路整備

等） 
○  ○  

・食料生産地としての役割や、防災、景観形成等の多面的機能の維持を考慮した、農地の計

画的保全 
  ○ ○

・「岐阜都市計画区域」全体として目指す方向性を踏まえた都市づくり（主要な駅周辺での 

居住空間の形成、自家用車に過度に依存しない身近な日常生活圏の構築等） 
○  ○  

土 

地 

利 

用 

・市街化区域内に残存する低未利用地の市街化促進と計画的な利用  ○ ○  

・住宅主体の良好な市街地環境の維持、保全   ○  

・各地区の状況に応じた住環境と操業環境の混在解消や調和   ○  

・都市活力や生活利便性の向上に向けた、商工業系の土地利用の充実   ○  

・駅周辺、幹線道路沿道等の利便性の高い場所の有効、高度活用   ○  

・無秩序な市街地の拡大の抑制   ○  

都 

市 

基 

盤 

・都市施設整備（特に、整備が遅れている公共下水道）や土地区画整理事業の着実な推進 ○ ○ ○ ○

・都市計画道路以外の路線を含めた、利便性の高い幹線道路ネットワークの形成 ○   ○

・高齢化に配慮した都市基盤等の整備 ○  ○  

・超高齢社会に対応した、公共交通の充実 ○    

・瑞穂市の特色（河川が多い等）を活かした公園、緑地の整備  ○   

・人口減少等による財政への影響を見据えた、各種施設の統廃合や適切な整備、維持、管理 ○ ○ ○  

都 

市 

環 

境 

そ 

の 

他 

・道路、公園、堤防等の防災インフラの充実や適正管理 ○ ○ ○ ○

・巨大地震や集中豪雨による甚大な被害に備えた、減災を考慮した都市づくり   ○ ○

・本市の特性を踏まえた、周辺都市との連携による都市づくり（河川を軸とした生態系ネッ

トワーク、流域治水対策 等） 
 ○  ○

・地域資源やその背景となる市街地や集落環境（街並み）の保全と、地域活性化に向けた 

活用 
  ○ ○
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分野 整備、誘導の方針 主な施策の内容 
備考(参照

ページ) 

道 

路 

、 

交 

通 

づ 

く 

り 

段階構成の明確な

幹線道路ネットワ

ークの形成 

・東海環状自動車道、岐阜南部横断ハイウェイ、

国道２１号、主要地方道岐阜巣南大野線バイ

パス等の整備を促進、市道西部環状線等の整

備を推進 

≪幹線道路

の整備≫

Ｐ３７、 

３８ 

都市間を結ぶ道路

の整備 

地域間を結ぶ道路

の整備 

・一般県道美江寺西結線、一般県道穂積巣南線

等の整備を促進 

生活道路の整備 
・市道を中心とした幹線的な道路に連絡する生

活道路の整備を推進 
≪安全、快

適な道づ

くり≫ 

Ｐ３８、 

３９ 

歩行環境の整備 

・歩行者の安全確保の重要性の高い場所(駅周

辺、通学路等) や歴史、文化資源の保全、Ｐ

Ｒ施策と連携した整備を推進 

美しく機能的な道

路空間の整備 

・多くの人が利用する幹線的な道路の整備を推

進 

利便性の高い公共

交通ネットワーク

の形成 

・ＪＲ東海道本線、樽見鉄道とバス等の輸送機

能の維持、強化や輸送サービスの維持、向上

とネットワークの形成及び超高齢社会に対応

するため、交通弱者対策を重視した運行路線

等の検討 

≪公共交通

の充実≫

Ｐ３９ 

交通結節点の整備 

・ＪＲ穂積駅周辺地区、巣南庁舎周辺地区等で

の円滑な乗り継ぎに寄与する環境の整備を検

討 

水 

、 

緑 

づ 

く 

り 

拠点的な公園の整

備 

・安全に安心して使用できる中・大規模な公園

を配置し、計画的に整備の推進と既存公園等

の防災、防犯機能の強化等を検討 ≪公園の 

整備≫ 

Ｐ４２ 身近で安全な公園

の整備 

・低未利用地などを活かし、計画的に整備を推

進 

 

２．地域共通の施策                                    

 

 

 

 

・地域共通の課題に対応した将来都市構造及び土地利用構想の実現に向けて、第５

章の分野別都市づくり計画に示しました「道路、交通づくり」、「水、緑づくり」、

「市街地づくり」、「都市環境づくり」の都市計画施策を７つの地域の共通の施策

として、整備、誘導の方針と主な施策の内容を整理します。 
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分野 整備、誘導の方針 主な施策の内容 
備考(参照

ページ) 

水 

、 

緑 

づ 

く 

り 

親水空間の整備 
・犀川や五六川等の河川改修、その他治水関連

事業にあわせた親水空間の整備を推進 
≪緑豊かで

潤いのあ

る空間づ

くり≫ 

Ｐ４２、 

４３ 

水と緑のネットワ

ークの形成 

・一級河川、幹線道路の街路樹、緑の多い公園

等による水と緑のネットワークの形成と適切

な保存、管理等の推進 

緑豊かな住環境の

保全、創出 

・公共公益施設、民有地の緑化や適切な維持、管

理を推進、良好な営農環境や景観、防災等を支

える農地の保全 

下水道の整備 ・公共下水道等の整備を推進 

≪公共用 

水域の 

保全≫ 

Ｐ４３、 

４４ 

市 

街 

地 

づ 

く 

り 

都市基盤未整備地

区の整備 

・低未利用地がまとまって残存する場所での土

地区画整理事業などによる計画的な市街地整

備を推進、木造住宅密集地等の環境改善 

≪都市基盤

の整備≫

Ｐ４７ 

都市基盤整備済地

区（土地区画整理

済等）の環境保全、

有効活用 

・地区計画制度を活用したきめ細かな土地利用

の誘導等を推進 

集落の整備 
・農業施策との連携や生活道路や排水路等の整

備を推進 

土地利用に係る制

度の適切な運用 

・犀川周辺地区や国道２１号沿道周辺地区など

の重要な役割を担う場所での市街化区域への

編入を検討、準都市計画区域などでは土地利

用条件の変化に留意した土地利用ルールの指

定を検討 

・土地利用の現状や動向等を踏まえつつ、適切

な用途地域の見直し等を推進 

・拠点的な場所における高度利用等を図るため

の地区計画制度を活用した土地利用誘導の推

進 

≪適正、合

理的な土

地利用≫

Ｐ４７、 

４８ 

既存ストックの活

用 

・道路、公園、公共公益施設等の適切な維持、

管理と長寿命化による有効活用、空家等の有

効活用と支援、誘導方策の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 62 - 

分野 整備、誘導の方針 主な施策の内容 
備考(参照

ページ) 

市 

街 

地 

づ 

く 

り 

都市拠点（ＪＲ穂

積駅周辺地区）の

整備 

・若い世帯の定住に寄与する子育て支援施設や 

中高層の集合住宅などによる都市機能の集積、

複合化、ＪＲ穂積駅を中心とした交通結節機能

の強化などにより、土地利用施策、公共交通

施策、市街地整備を一体的に推進 ≪拠点地区

の整備≫

Ｐ４８、 

４９ 

地域生活拠点（巣

南 庁 舎 周 辺 地 区

等）の整備 

・都市基盤の整備、改善や交通結節機能の強化、

不足する都市機能の集積等を推進 

・若者が魅力を感じる住環境の整備を推進 

学術研究拠点（朝

日大学周辺地区）

の整備 

・学術研究機能の強化、健康、医療、福祉関連

産業等の機能集積に向けて地区計画制度等の

活用 

都 

市 

環 

境 

づ 

く 

り 

  

防 

災 

、 

景 

観 

、 

環 

境 

  

災害に強い都市基

盤の整備 

・河川改修や治水対策、下水道、雨水排水施設

の整備、緊急輸送道路等のネットワークの形

成に向けた幹線道路の整備及び橋梁の耐震化

の推進 
≪防災性の

向上≫ 

Ｐ５２、 

５３ 
地域の不燃化、耐

震化 

・災害に強い建築物への建替え等の促進、防災

拠点である公共公益施設などを中心とした耐

震化の推進、住宅その他民間建築物の耐震化

を促進、支援 

防災情報の整備、

活用 
・ハザードマップ等の防災情報の見直し、充実

地域特性に応じた

良好な景観形成 

・水と緑に恵まれた環境や景観資源を活かした

良好な景観形成を推進 ≪良好な 

景観の 

形成≫ 

Ｐ５３、 

５４ 

公共空間の景観整

備 

・駅周辺や公園等公共空間での良好な景観形成

の先導的な取り組みを推進 

景観に配慮した民

間開発の誘導 

・景観計画を策定し、良好な景観形成に向けた

計画的な取り組みを推進 

低炭素な建築物の

整備、誘導 

・都市の低炭素化の先導的役割に留意した取り

組みを推進 ≪地球環境

の保全≫

Ｐ５４ 環境負荷の少ない

都市構造の構築 

・日常生活を支える機能の集積や安全な歩行環

境の整備、各拠点間の公共交通ネットワーク

の形成等を推進 
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第７章 生津地域のまちづくり構想 
 

 

７－１ 地域づくりの前提条件 

１．地域の特徴                                     

〈地域の概況〉 

 

 

 

 

 

 

・市北東部に位置し、馬場及び生津

地区が該当します。 

・長良川と糸貫川に挟まれた位置に

あり、東部には天王川が流れてい

ます。 

・鉄道はなく、主要な道路として 

は、主要地方道北方多度線、主要

地方道岐阜巣南大野線が通って

います。 

・バスは、岐阜バス（美江寺・穂積

線、大野・穂積線）、みずほバス

（本田・唐栗線）が通っています。 

〈面積及び人口〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成２７年の人口は、５，５３０人（市全体の１０．２%）で、平成２２年～２

７年の人口増減は、５０１人の増（１０．０%増加）と、市平均増加率（４．６%）

より増加率が高い地域です。 

・平成２７年の高齢者数は、８８８人（市全体の８．４%）で、高齢化率は１６．

１％と、市平均（１９．４%）より低い地域です。 

・平成２７年の世帯数は、２，０５６世帯（市全体の９．８%）で、世帯人員は２．

６９人／世帯と、市平均（２．５９人／世帯）より多くなっています。 

・面積は約１９０ha と最も小さい地域ですが、全域が都市計画区域に指定され、

市街化区域の占める割合が、約７５%と高くなっています。 

〈土地利用等の現況〉 

・ほぼ全域で土地区画整理事業が実施されたことから、他地域に比べ市街化が進 

展しており、都市基盤の整備水準も高くなっています。 

・主要地方道北方多度線や主要地方道岐阜巣南大野線等の幹線道路沿道には、商 

業施設、工場、運輸倉庫施設等が建ち並び、天王川周辺にも工場が立地するなど、

産業機能の集積が進んでいます。 

図 地域の位置 
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 ・地域の南東では、住宅建設が進み、住商工の土地利用が混在しています。 

〈都市施設等の現況〉 

 

 

 

 

 

 

・都市計画道路は、３路線すべての整備が完了しています。また、都市計画決定 

された公園は、馬場公園など９箇所すべての整備が完了しています。 

・下水道は未整備で、公共下水道による整備が計画されています。 

・主な公共施設としては、生津小学校、生津スポーツ広場、馬場公園等が位置し 

ています。 

・面的整備が広範囲で実施され、幹線道路沿道は準防火地域に指定されています。

・多くの河川が流れており、良好な自然環境、親水環境を有しています。 

〈市民アンケート調査結果〉（瑞穂市第２次総合計画より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定住意向は８４．４%です。 

・定住したい理由では、「買い物や外食が便利」という意見が多くなっています。

・定住したくない理由では、「まちに愛着がない」という意見が多くなっていま 

す。 

・今後の重点施策としては、下記の事項などを重視する意見が多くなっています。

医療、福祉、介護の充実 

道路、公園、下水道などの公共インフラ整備 

・現状の土地利用については、下記の事項などの意見が多くなっています。 

働く場や地域経済を支える工場、事業所が少ない 

子育て、医療、福祉など、暮らしに欠かせない生活利便施設が少ない 

・将来の土地利用については、下記の事項などの意見が多くなっています。 

道路、公園、上下水道などの整備を進め、良好な住環境を形成する 

空き地や未利用地などの有効利用を促進する 
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２．地域づくりの主要課題                               

 

 

 

 

 

 

 

 

・馬場交差点周辺における生活に身近な商業、サービス、医療、福祉施設等 

の維持、誘導、集積 

・低未利用地や幹線道路沿道等の計画的な活用による商工業系土地利用の 

一層の充実 

・住宅主体の良好な市街地環境の維持、保全 

・地域特性に応じた用途の見直しによる住環境と操業環境の調和 

・河渡宿（岐阜市）等、中山道の往時をしのばせる集落環境（街並み）と 

連携したまちづくり 

・河川の自然、親水環境の保全、活用（公園、散策路等）、治水対策の推進 

・巨大地震や集中豪雨による甚大な被害に備えた、減災を考慮した地域 

づくり（災害に強い市街地整備、都市基盤の防災機能強化等） 

・地域の個性、魅力を形成する地域資源の発掘、活用 

※導入編Ｐ８～１１の都市全体の課題において、本地域が踏まえるべき課題も踏ま

えています。 

３．全体構想での代表的な位置付け                        

 

 

 

 

・地域生活拠点：馬場交差点周辺地区 

・交流拠点（健康づくり、市民交流）：馬場公園、生津スポーツ広場、 

糸貫川河川公園 

・交流拠点（歴史、文化交流）：河渡宿（岐阜市） 

・産業集積軸：主要地方道北方多度線、主要地方道岐阜巣南大野線 

 

７－２ 地域づくりの方針 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充実した都市基盤を活かした産業と住宅地が共生した 

利便性の高い地域づくり 

◆馬場交差点周辺において、生活に身近な商業、サービス、医療、福祉施設等を維持、

不足等が生じた場合には集積し、利便性の高い地域生活拠点の形成を図ります。 

◆幹線道路沿道において、交通利便性の高さを活かした産業（商業、工業、流通、業

務等）の積極的な誘導により、産業機能のより一層の強化を図ります。 

◆都市基盤の整備、長良川、糸貫川等の自然環境の保全、活用や市街地の緑化を推進

し、良好な住環境の形成を図ります。 
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〈地域構造〉 
分野 内容 

土地利用 

住宅地（周辺、郊外居住） 地域中部、北部 
住工共存地 地域南部 
工業地 地域南東部 
沿道複合地 (主)北方多度線沿道、(主)岐阜巣南大野線沿道 
農地、集落地 地域北部 
自然環境地 糸貫川 

道路、交通 
幹線道路 

(主)北方多度線 
(主)岐阜巣南大野線 

公共交通 バス 
岐阜バス（美江寺・穂積線、大野・穂積線） 
みずほバス（本田・唐栗線） 

拠点 

都市拠点レベル 
地域生活拠点 馬場交差点周辺 
健康づくり拠点、市民交流拠点 馬場公園、生津スポーツ広場、糸貫川河川公園 
歴史、文化交流拠点 河渡宿（岐阜市） 

地域の暮らしに
密着した拠点 

身近な防災拠点 生津小学校等 
身近な健康、交流拠点 馬場公園等 
身近な自然、交流拠点 糸貫川のアジサイ 

〈重点施策〉 
分野 施策名 内容 実施主体 

道路、交通
づくり 

主要地方道北方多度線
の交差点改良や歩道の
整備 

・幹線道路へのアクセス性向上や安全な歩行空間を
形成するため、整備を促進します。 

【県】 

中山道の歩行空間の整
備 

・中山道における歩道等の整備、誘導サインの設置等
により、観光、交流に寄与する歩行者ネットワーク
の形成を図ります。 

【地域住民、事業
者、県、市】 

水、緑 
づくり 

河川環境（桜並木、緑地）
の保全、親水空間の整備
（散策路等） 

・水と緑のネットワークの主軸として、糸貫川等にお
いては自然とのふれあいや環境学習の場として活
用できるよう、河川改修とあわせて親水空間を整備
するとともに、河川環境の保全を図ります。 

【地域住民、市】

市街地 
づくり 

土地の有効、高度利用 
（馬場交差点周辺、幹線
道路沿道、工業地、住工
共存地） 

・土地の有効、高度利用による産業集積と良好な住環
境の保全との両立を図るため、地区計画制度等の活
用による、きめ細やかな土地利用の規制、誘導を図
ります。 

【地域住民、事業
者、市】 

地域生活拠点の形成 
（馬場交差点周辺） 

・生活利便施設の維持、集積、交通結節機能の向上等、
地域住民の日常生活の利便性を向上させる拠点の
形成を図ります。 

【地域住民、事業
者、市】 

都市環境 
づくり 

（防災、景

観、環境） 

河川整備 
・岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づき、糸

貫川等の河川整備を促進します。 
【県】 

市街地防災性の向上 
（緊急輸送道路沿道等） 

・被災時に防災拠点間を連絡する緊急輸送道路沿道
の耐震化や木造住宅密集地の耐震化を促進し、市
街地の防災性向上を図ります。 

【地域住民、市】

 

この地域づくりの方針を実現するための「地域構造」及び「重点施策」を整理しました。 
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図 地域構造及び重点施策図（生津地域） 

安全な歩行空間の整備(全体構想編Ｐ３８参照)

公共交通の充実(全体構想編Ｐ３９参照)

身近な緑地の保全、公共施設や民有地の
緑化(全体構想編Ｐ４２、４３参照)

公共下水道の整備(全体構想編Ｐ４３参照)

橋梁の耐震化(全体構想編Ｐ５２参照)

建築物の耐震化、不燃化(全体構想編Ｐ５２参照)

景観計画の策定(全体構想編Ｐ５３、５４参照)

＜地域全般に関する施策＞

主要地方道北方多度線の 
交差点改良や歩道の整備 

中山道の歩行空間の整備

河川環境の保全、親水空間の整備 
河川整備 

土地の有効、高度利用

地域生活拠点の形成

土地の有効、高度利用

市街地防災性の向上 

市街地環境の維持、保全(全体構想編Ｐ４８参照)
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土地の有効、高度利用 地域生活拠点の形成 
  

 ・地域住民、事業者等とともに土地利用の規制、誘導の必要性の検討、方策等の作成 

 ▼ 

 

・土地利用のルール化に向けた都市計画法等に基づく手続きの推進 

・現状の生活利便施設が不足している場合などにおいては、適宜充足するための誘導方策

等の検討、実施 

 ▼ 

 ・地域住民、事業者等による土地の有効、高度利用の実施、地域生活拠点の維持、活用 
  

主要地方道北方多度線の交差点改良や歩道の整備 
  

 ・主要地方道北方多度線のアクセス性の向上や安全な歩行空間の確保に向けた検討 

 ▼ 

 ・計画に基づく交差点の改良や歩行空間の確保の実施 
  

中山道の歩行空間の整備 
  

 ・中山道の整備計画の検討、作成 

 ▼ 

 ・地域住民等とともに、同計画に基づく交通規制等を含めた歩行空間の確保、整備 
  

市街地防災性の向上 
  

 ・主要地方道北方多度線の沿道における耐震診断の実施及び実施に向けた啓蒙活動 

 ▼ 

 ・地域住民等による主要地方道北方多度線沿道の耐震化の促進 
  

河川整備 河川環境の保全、親水空間の整備 
  

 ・岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づく糸貫川等の河川整備の促進 

 ▼ 

 ・糸貫川等の河川の環境保全、活用の検討、方策等の作成、実施 

 

上記の重点施策に加え、地域全般に関する施策についても、「個別計画の作成」、「関係者

との協議、合意等」及び「計画に基づく整備の実施」を順次進めていき、地域づくりの方針

及び都市全体の将来像の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

〈地域重点施策の進め方〉 
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第８章 本田地域のまちづくり構想 
 

 

８－１ 地域づくりの前提条件 

１．地域の特徴                                      

〈地域の概況〉 

 

 

 

 

 

 

 

・市北東部に位置し、本田及び只越

地区が該当します。 

・糸貫川と五六川に挟まれた位置に

あり、東部には中川が流れていま

す。 

・鉄道は通っていませんが、只越地

区はＪＲ穂積駅に近接していま

す。 

・主要な道路としては、主要地方道

北方多度線、主要地方道岐阜巣南

大野線、市道本田別府線が通って

います。 

 

 

・バスは、岐阜バス（美江寺・穂積線、大野・穂積線）、みずほバス（本田・唐栗

線）が通っています。 

〈面積及び人口〉 

 

 

 

 

 

 

・平成２７年の人口は、８，５２５人（市全体の１５．７%）で、平成２２年～２

７年の人口増減は、５９７人の増（７．５%増加）と、市平均増加率（４．６%）

より増加率が高い地域です。 

・平成２７年の高齢者数は、１，９７２人（市全体の１８．７%）で、高齢化率は

２３．１％と、市平均（１９．４%）より高い地域です。 

・平成２７年の世帯数は、３，０６４世帯（市全体の１４．６%）で、世帯人員は

２．７８人／世帯と、市平均（２．５９人／世帯）より多くなっています。 

・面積は約３０４ha で、全域が都市計画区域に指定され、市街化区域が約６４%

を占めています。 

〈土地利用等の現況〉 

 

 

・北部と南部は、田園地帯が広がるなど自然環境が豊かで、近年は人口流入が著し

く、点在的な住宅建設が進んでいます。 

図 地域の位置 
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 ・市道本田別府線沿道に小規模な商業施設、各所に大小さまざまな規模の工場が 

点在しています。他地域に比べ、商工業施設は少ない状況です。 

 

 

・南東部のＪＲ穂積駅に近い地域には住宅地が形成されていますが、駐車場など 

の低未利用地も多い状況です。 

・本田団地によって、一団の住宅団地が形成されています。 

〈都市施設等の現況〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都市計画道路は、３路線すべての整備が完了しています。都市計画決定された 

公園はありませんが、せせらぎ公園のほか、小規模な公園がいくつか整備され 

ています。 

・下水道は未整備で、公共下水道による整備が計画されています。 

・主な公共施設としては、本田小学校、穂積北中学校、本田コミュニティセンター

等が位置しています。 

・面的整備は、本田団地が整備されています。 

・ＪＲ穂積駅周辺の市街地は、狭あい道路や木造住宅が密集しており、災害の危 

険度が高くなっています。また、ＪＲ穂積駅周辺及び幹線道路沿道は準防火地 

域に指定されています。 

・多くの河川が流れ、良好な自然環境、親水環境を有しています。 

〈市民アンケート調査結果〉（瑞穂市第２次総合計画より） 

 

 

 

 

 

 

 

・定住意向は８０．２%です。 

・定住したい理由では、「交通の便が良い」という意見が多くなっています。 

・定住したくない理由でも、「交通の便が良くない」という意見が多くなってい 

ますが、市平均より低くなっています。その他の理由としては、「災害や犯罪 

が起こる危険性が高い」が多くなっています。 

・今後の重点施策としては、下記の事項などを重視する意見が多くなっています。

医療、福祉、介護の充実 

道路、公園、下水道などの公共インフラ整備 

・現状の土地利用については、下記の事項などの意見が多くなっています。 

公園など憩いの場が少ない 

働く場や地域経済を支える工場、事業所が少ない 

・将来の土地利用については、下記の事項などの意見が多くなっています。 

道路、公園、上下水道などの整備を進め、良好な住環境を形成する 

穂積駅周辺のにぎわいを創出する 
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２．地域づくりの主要課題                               

 ・ＪＲ穂積駅周辺における都市拠点にふさわしいまちづくりの推進（都市 

機能の維持、集積、土地の高度利用、交通結節点としての機能向上等） 

・幹線道路沿道などにおける生活に身近な商業、サービス、医療、福祉施設 

等の維持、誘導、集積 

・低未利用地の計画的な活用（土地区画整理事業等）による住宅主体の 

良好な市街地環境の形成 

・河川の自然、親水環境の保全、活用（公園、散策路等）、治水対策の推進 

・巨大地震や集中豪雨による甚大な被害に備えた、減災を考慮した地域 

づくり（災害に強い市街地整備、都市基盤の防災機能強化等） 

・本田延命地蔵など、中山道の往時をしのばせる集落環境（街並み）の保 

全、活用 

・田園風景の保全、活用 

※導入編Ｐ８～１１の都市全体の課題において、本地域が踏まえるべき課題も踏ま

えています。 

３．全体構想での代表的な位置付け                         

 

 

・都市拠点：ＪＲ穂積駅周辺地区 

・交流拠点（健康づくり、市民交流）：せせらぎ公園、糸貫川河川公園 

・産業集積軸：主要地方道北方多度線、主要地方道岐阜巣南大野線 

 

８－２ 地域づくりの方針 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史、自然と調和し、良好な都市基盤を備えた地域づくり 

◆五六川、糸貫川等の河川、中山道の往時をしのばせる街並みなどを活用し、地域の

魅力向上と活性化を図ります。 

◆ＪＲ穂積駅周辺、主要地方道岐阜巣南大野線などの幹線道路沿道おける商業、サー

ビス、医療、福祉施設等の集積により、人口増加に対応した生活利便性の向上を図

ります。 

◆多面的機能を有する農地や河川等の自然環境に配慮した、低未利用地の計画的な活

用により、良好な都市基盤を備えた住宅地の形成を図ります。 
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〈地域構造〉 
分野 内容 

土地利用 

住宅地（街なか居住） 地域南東部 
住宅地（周辺、郊外居住） 地域中部 
工業地 地域北西部 
沿道複合地 (主)北方多度線沿道、(主)岐阜巣南大野線沿道 
農地、集落地 地域北部、南西部 
自然環境地 糸貫川 

道路、交通 
幹線道路 

(主)北方多度線 
(主)岐阜巣南大野線 

公共交通 バス 
岐阜バス（美江寺・穂積線、大野・穂積線） 
みずほバス（本田・唐栗線） 

拠点 

都市拠点レベル 
都市拠点 JR 穂積駅周辺 
健康づくり拠点、市民交流拠点 せせらぎ公園、糸貫川河川公園 

地域の暮らしに
密着した拠点 

身近な防災拠点 本田コミュニティセンター等 
身近な健康、交流拠点 せせらぎ公園等 
身近な歴史、文化拠点 本田延命地蔵等 
身近な自然、交流拠点 本田農園 

〈重点施策〉 
分野 施策名 内容 実施主体 

道路、交通 
づくり 

中山道の歩行空間の整備 
・中山道における歩道、休憩施設等の整備、誘導サ 

インの設置等により、観光、交流に寄与する歩行 
者ネットワークの形成を図ります。 

【地域住民、事業
者、県、市】 

ＪＲ穂積駅周辺における
交通結節機能の強化 

・駅周辺の賑わい創出や交流拡大のため、駅前広 
場、アクセス道路、駐輪場等の整備を推進します。

【事業者、市】 

水、緑 
づくり 

河川環境（桜並木、緑地）
の保全、親水空間の整備
（散策路等） 

・水と緑のネットワークの主軸として、糸貫川、五 
六川、中川等においては自然とのふれあいや環境 
学習の場として活用できるよう、河川改修とあわ 
せて親水空間を整備するとともに、河川環境の保 
全を図ります。 

【地域住民、市】

市街地 
づくり 

市街地の防災性の向上 
（ＪＲ穂積駅周辺） 

・地区計画制度等の活用により、狭あい道路の解消、
オープンスペースの確保等、市街地の防災性向上を
図ります。 

【地域住民、市】

土地の有効、高度利用 
（ＪＲ穂積駅周辺） 

・土地の有効、高度利用による産業集積と良好な住 
環境の保全との両立を図るため、地区計画制度等 
の活用による、きめ細やかな土地利用の規制、誘 
導を図ります。 

【地域住民、事業
者、市】 

計画的な市街地整備 
（土地区画整理事業等） 

・まとまった低未利用地の計画的な活用により、都 
市基盤（道路、公園等）が整備された、良好な住 
宅地の形成を図ります。 

【地域住民、市】

都市拠点の形成 
（ＪＲ穂積駅周辺） 

・地域住民、事業者、行政の連携による具体的計画の
もと、まちの顔としてふさわしい都市機能（商業、交
流、医療、福祉、中高層住宅等）の集積、都市空間、都市景観
の形成、交通結節機能の向上等を図ります。 

【地域住民、事業
者、市】 

都市環境 
づくり 

（防災、景

観、環境） 

河川整備 
・岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づき、 

中川等の河川整備を促進します。 
【県】 

市街地防災性の向上 
（緊急輸送道路沿道等） 

・被災時に防災拠点間を連絡する緊急輸送道路沿道
の耐震化や木造住宅密集地の耐震化を促進し、市
街地の防災性向上を図ります。 

【地域住民、市】

 

この地域づくりの方針を実現するための「地域構造」及び「重点施策」を整理しました。 
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図 地域構造及び重点施策図（本田地域） 

市街地防災性の向上

市街地環境の維持、保全(全体構想編Ｐ４８参照)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園の整備(全体構想編Ｐ４２参照)

市街地の防災性の向上

中山道の歩行空間の整備

ＪＲ穂積駅周辺における 
交通結節機能の強化 

公共交通の充実(全体構想編Ｐ３９参照)

公共下水道の整備(全体構想編Ｐ４３参照)

計画的な市街地整備

都市拠点の形成

橋梁の耐震化(全体構想編Ｐ５２参照)

建築物の耐震化、不燃化(全体構想編Ｐ５２参照)

景観計画の策定(全体構想編Ｐ５３、５４参照)

安全な歩行空間の整備(全体構想編P38 参照)

＜地域全般に関する施策＞

河川環境の保全、親水空間の整備

河川整備 

農地の保全(全体構想編Ｐ４３参照)

土地の有効、高度利用
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ＪＲ穂積駅周辺におけ

る交通結節機能の強化 
都市拠点の形成 

市街地の防災性の

向上 
土地の有効、高度利用

  

 ・公共交通ネットワークと連携したＪＲ穂積駅周辺整備構想の検討、作成 

 ▼ 

 
・地域住民、地権者等とともにＪＲ穂積駅周辺整備に向けた具体事業の計画検討、作成及

び土地利用の規制、誘導の必要性の検討、作成 

 ▼ 

 
・地域住民等とともにＪＲ穂積駅周辺整備の実施 

・地域住民、事業者等による市街地の防災性の向上及び土地の有効、高度利用の実施 
  

中山道の歩行空間の整備   
  

 ・中山道の整備計画の検討、作成 

 ▼ 

 ・地域住民等とともに、同計画に基づく交通規制等を含めた歩行空間の確保、整備 
  

計画的な市街地整備 
  

 ・地域住民、権利者等とともに事業化に向けた合意形成、計画の検討、作成 

 ▼ 

 ・計画の実現化に向けた事業計画の手続きの推進 

 ▼ 

 ・市街地整備事業の実施 
  

市街地防災性の向上 
  

 ・主要地方道北方多度線の沿道における耐震診断の実施及び実施に向けた啓蒙活動 

 ▼ 

 ・地域住民等による主要地方道北方多度線沿道の耐震化の促進 
  

河川整備 河川環境の保全、親水空間の整備 
  

 ・岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づく中川等の河川整備の促進 

 ▼ 

 ・中川等の河川の環境保全、活用の検討、方策等の作成、実施 

 

上記の重点施策に加え、地域全般に関する施策についても、「個別計画の作成」、「関係者

との協議、合意等」及び「計画に基づく整備の実施」を順次進めていき、地域づくりの方針

及び都市全体の将来像の実現を目指します。

〈地域重点施策の進め方〉 
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第９章 穂積地域のまちづくり構想 
 

 

９－１ 地域づくりの前提条件 

１．地域の特徴                                      

〈地域の概況〉 
 

 

 

 

 

 

 

・市東部に位置し、別府、稲里及び 

穂積地区が該当します。 

・長良川と五六川に挟まれた位置に 

あり、中央に中川が流れています。

・北部にＪＲ東海道本線が通ってお

り、ＪＲ穂積駅が位置しています。

・主要な道路としては、国道２１号、

主要地方道北方多度線が通ってお

り、交通の便が良い地域です。また、

岐阜南部横断ハイウェイの整備構

想があります。 

 

 

・バスは、岐阜バス（大野・穂積線）、

みずほバス（本田・唐栗線、十九条・ 

古橋線、牛牧・穂積線）が通っています。 

〈面積及び人口〉 
 

 

 

 

 

 

 

・平成２７年の人口は、１４，５３５人（市全体の２６．７%）で、最も人口が多

い地域ですが、平成２２年～２７年の人口増減は、２８７人の増（２．０%増加）

となっています。 

・平成２７年の高齢者数は、２，８６４人（市全体の２７．１%）で、高齢化率は

１９．７％と、市平均（１９．４%）と同程度の地域です。 

・平成２７年の世帯数は、６，３９４世帯（市全体の３０．４%）で、市内で最も

世帯数が多い地域ですが、世帯人員は２．２７人／世帯と、市平均（２．５９人

／世帯）より少なくなっています。 

・面積は約５８８ha と市内で最も大きく、全域が都市計画区域に指定され、市街

化区域の占める割合も、約７０%と高くなっています。 

〈土地利用等の現況〉 

・ＪＲ穂積駅周辺は市街化が進んでおり、住宅や小規模な商業施設が集積してい 

ますが、駐車場などの低未利用地も多く、商業用地の減少が目立っています。 

図 地域の位置 
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・国道２１号や主要地方道北方多度線等の幹線道路沿道には、大規模商業施設が 

建ち並び、工場跡地には新たな複合型商業施設が立地するなど、沿道利用が進 

んでいます。また、沿道開発に伴い、周辺では、住宅建設が進んでいます。 

・西部の国道２１号やＪＲ東海道本線の沿線には、大小さまざまな規模の工場が 

集積しており、周辺では住環境と操業環境が混在した土地利用がみられます。 

・南部は、優良農地が広がるなど、豊かな自然環境が残っています。 

〈都市施設等の現況〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都市計画道路は、７路線すべての整備が完了しています。都市計画決定された 

公園はありませんが、柳一色公園のほか、小規模な公園がいくつか整備されて 

います。 

・下水道は、別府地区でコミュニティ・プラントが整備されていますが、その他 

の地区は未整備で、公共下水道による整備が計画されています。 

・主な公共施設としては、市役所、総合センター、保健センター、市民センター、

図書館等、多数の施設が位置し、本市の中心的な機能を有しています。そのほか、

穂積小学校、穂積中学校、朝日大学が位置しています。 

・ＪＲ穂積駅周辺の市街地は、狭あい道路や木造住宅が密集しており、災害の危 

険性が高くなっています。また、ＪＲ穂積駅周辺及び幹線道路沿道は準防火地 

域に指定されています。 

・多くの河川が流れ、良好な自然環境、親水環境を有していますが、過去に浸水 

による大きな被害を受けるなど、水害の危険性が非常に高い地域です。 

〈市民アンケート調査結果〉（瑞穂市第２次総合計画より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定住意向は７８．７%です。 

・定住したい理由では、「交通の便が良い」という意見が多くなっています。 

・定住したくない理由では、「近所づきあいや人間関係が良くない」、「まちに愛着

がない」という意見が多くなっています。 

・今後の重点施策としては、下記の事項などを重視する意見が多くなっています。

医療、福祉、介護の充実 

高齢者対策 

・現状の土地利用については、下記の事項などの意見が多くなっています。 

公園など憩いの場が少ない 

働く場や地域経済を支える工場、事業所が少ない 

・将来の土地利用については、下記の事項などの意見が多くなっています。 

穂積駅周辺のにぎわいを創出する 

道路、公園、上下水道などの整備を進め、良好な住環境を形成する 
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２．地域づくりの主要課題                               

 ・ＪＲ穂積駅周辺における都市拠点にふさわしいまちづくりの推進（都市 

機能の維持、集積、土地の高度利用、交通結節点としての機能向上等） 

・朝日大学周辺における学術研究拠点及び地域生活拠点の形成に向け、医 

療、福祉施設等に加え、生活に身近な商業、サービス施設の維持、誘導、 

集積 

・地域特性に応じた用途の見直しによる住環境と操業環境の調和 

・都市間、拠点間をつなぐ利便性の高い幹線道路ネットワークの強化 

・河川の自然、親水環境の保全、活用（公園、散策路等）、治水対策の推進 

・巨大地震や集中豪雨による甚大な被害に備えた、減災を考慮した地域 

づくり（災害に強い市街地整備、都市基盤の防災機能強化等） 

※導入編Ｐ８～１１の都市全体の課題において、本地域が踏まえるべき課題も踏ま

えています。 

３．全体構想での代表的な位置付け                        

 

 

 

 

 

 

 

・都市拠点：ＪＲ穂積駅周辺地区 

・地域生活拠点、学術研究拠点：朝日大学周辺地区 

・交流拠点（市民交流）：朝日大学グラウンド 

・交流拠点（歴史、文化交流）：墨俣一夜城（大垣市） 

・産業集積軸：国道２１号、主要地方道北方多度線 

・主要な防災活動拠点：市役所 

９－２ 地域づくりの方針 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちの顔として多様な都市機能が集積した、賑わいと交流が生まれる地域づくり 

◆ＪＲ穂積駅周辺において、まちの顔としてふさわしい都市機能の集積、交通結節機

能の強化、都市空間整備を推進し、多様な交流を促進します。 

◆交通利便性の高さを活かし、国道２１号や主要地方道北方多度線などの幹線道路沿

道において、都市活力の向上に資する産業（商業、工業、流通、業務等）の集積を

図ります。 

◆都市基盤（公園、緑地、下水道等）の整備推進や、用途混在の解消や操業環境との

調和、市街地の防災性の向上により、安全で快適な住環境への改善を推進します。
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この地域づくりの方針を実現するための「地域構造」及び「重点施策」を整理しました。

〈地域構造〉 
分野 内容 

土地利用 

住宅地（街なか居住） 地域北東部 
住宅地（周辺、郊外居住） 地域北西部、中部 
商業地 ＪＲ穂積駅周辺（地域北東部） 
工業地 地域西部 
沿道複合地 国道２１号沿道、(主)北方多度線沿道 
農地、集落地 地域南部 
自然環境地 長良川、五六川 

道路、交通 

幹線道路 国道２１号、岐阜南部横断ハイウェイ、(主)北方多度線、(市)穂積鷺田橋線 

公共交通 

鉄道 ＪＲ東海道本線（ＪＲ穂積駅） 

バス 
岐阜バス（大野・穂積線） 
みずほバス 
（十九条・古橋線、本田・唐栗線、牛牧・穂積線）

拠点 

都市拠点レベル 

都市拠点 ＪＲ穂積駅周辺 
地域生活拠点、学術研究拠点 朝日大学周辺 
健康づくり拠点、市民交流拠点 (仮称)天王川スポーツ公園 
歴史、文化交流拠点 墨俣一夜城（大垣市） 

地域の暮らしに
密着した拠点 

身近な防災拠点 市民センター、総合センター等 
身近な健康、交流拠点 公園等 
身近な歴史、文化拠点 図書館、観音院等 
身近な自然、交流拠点 中川（ﾚﾝｷﾞｮｳ）、五六川（ﾕｷﾔﾅｷﾞ） 

 〈重点施策〉 
分野 施策名 内容 実施主体 

道路、交通 
づくり 

岐阜南部横断ハイウェ
イ、国道２１号の整備 

・活発な産業活動や交流拡大につながる幹線道路と 
して、完全６車線化等の整備を促進します。 

【国】 

主要地方道北方多度線の
交差点改良や歩道の整備 

・ＪＲ穂積駅周辺へのアクセス性向上や安全な歩行 
空間を形成するため、整備を促進します。 

【県】 

ＪＲ穂積駅周辺における
交通結節機能の強化 

・駅周辺の賑わい創出や交流拡大のため、駅前広場、 
アクセス道路、駐輪場等の整備を推進します。 

【事業者、市】 

水、緑 
づくり 

河川環境（桜並木、緑地）
の保全、親水空間の整備
（散策路等） 

・水と緑のネットワークの主軸として、五六川、中川、
天王川等の自然とのふれあいや環境学習の場とし 
て活用できるよう、河川改修とあわせて親水空間を 
整備するとともに、河川環境の保全を図ります。 

【地域住民、市】

市街地 
づくり 

市街地の防災性の向上 
（ＪＲ穂積駅周辺等） 

・地区計画制度等の活用により、狭あい道路の解消、オープ 
ンスペースの確保等、市街地の防災性向上を図ります。 

【地域住民、市】

土地の有効、高度利用 
（ＪＲ穂積駅周辺、朝日大学周辺、幹
線道路沿道、住工共存地） 

・土地の有効、高度利用による産業集積と良好な住環境
の保全との両立を図るため、地区計画制度等の活用に
よる、きめ細やかな土地利用の規制、誘導を図ります。

【地域住民、事業
者、市】 

計画的な市街地整備など
による都市拠点の形成 
（ＪＲ穂積駅周辺） 

・地域住民、事業者、行政の連携による具体的計画のも
と、まちの顔としてふさわしい都市機能（商業、交流、
医療、福祉、中高層住宅等）の集積、都市空間、都市景観の
形成、交通結節機能の向上等を図ります。 

【地域住民、事業
者、市】 

地域生活拠点、学術研究
拠点の形成 
（朝日大学周辺） 

・産学官の連携のもと、学術研究機能の強化、健康、医療、 
福祉産業等の集積、生活利便施設の立地誘導等、地区計画 
制度等の活用により、学術研究拠点の形成とともに若者が 
魅力を感じる地域生活拠点の形成を図ります。 

【地域住民、事業
者、市】 

都市環境 
づくり 

（防災、景

観、環境） 

河川整備 
・岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づき、中川、

天王川等の河川整備を促進します。 
【県】 

市街地防災性の向上 
（緊急輸送道路沿道等） 

・被災時に防災拠点間を連絡する緊急輸送道路沿道 
の耐震化や木造住宅密集地の耐震化を促進し、市 
街地の防災性向上を図ります。 

【地域住民、市】

防災活動拠点の防災機能
の向上（市役所等） 

・防災活動拠点である公共公益施設などの防災機能 
の向上を図ります。 

【市】 
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図 地域構造及び重点施策図（穂積地域） 

市街地環境の維持、保全(全体構想編Ｐ４８参照)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身近な公園の整備(全体構想編Ｐ４２参照)

安全な歩行空間の整備(全体構想編Ｐ３８参照)

公共交通の充実(全体構想編Ｐ３９参照)

身近な緑地の保全、公共施設や民有地の
緑化(全体構想編Ｐ４２、４３参照)

雨水排水施設の整備(全体構想編Ｐ５２参照)

橋梁の耐震化(全体構想編Ｐ５２参照)

建築物の耐震化、不燃化(全体構想編Ｐ５２参照)

景観計画の策定(全体構想編Ｐ５３、５４参照)

＜地域全般に関する施策＞

公共下水道の整備(全体構想編Ｐ４３参照)

岐阜南部横断ハイウェイ、 
国道２１号の整備 

市街地の防災性の向上 

河川整備 

主要地方道北方多度線の 
交差点改良や歩道の整備

ＪＲ穂積駅周辺における 
交通結節機能の強化

土地の有効、高度利用 

計画的な市街地整備などに
よる都市拠点の形成 

地域生活拠点、学術研究拠点
の形成 

土地の有効、高度利用

河川環境の保全、親水空間の整備 

河川環境の保全、親水空間の整備

河川整備

土地の有効、高度利用 
土地の有効、高度利用 

防災活動拠点の防
災機能の向上 

農地の保全(全体構想編Ｐ４３参照)

市街地防災性の向上 
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ＪＲ穂積駅周辺における

交通結節機能の強化 

計画的な市街地整備など

による都市拠点の形成 

市街地の防災性の向

上 

土地の有効、高度利

用 
  

 ・公共交通ネットワークと連携したＪＲ穂積駅周辺整備構想の検討、作成 

 ▼ 

 
・地域住民、事業者等とともにＪＲ穂積駅周辺整備に向けた具体事業の計画検討、作成及

び土地利用の規制、誘導の必要性の検討、作成 

 ▼ 

 
・地域住民等とともにＪＲ穂積駅周辺整備の実施 

・地域住民、事業者等による市街地の防災性の向上及び土地の有効、高度利用の実施 
  

岐阜南部横断ハイウェイ、国道２１号の整備 
  

 ・岐阜南部横断ハイウェイ、国道２１号の計画の検討、作成 

 ▼ 
 ・計画に基づく路線設計及び整備の実施 
  

主要地方道北方多度線の交差点改良や歩道の整備 
  

 ・主要地方道北方多度線のアクセス性の向上や安全な歩行空間の確保に向けた検討 

 ▼ 
 ・計画に基づく交差点の改良や歩行空間の確保の実施 
  

地域生活拠点、学術研究拠点の形成 土地の有効、高度利用 
  

 ・学術研究拠点の充実に向けた事業者との協議、検討 

 ▼ 

 
・事業者及び周辺の地域住民等とともに土地利用の規制、誘導の必要性の検討、方策等の

作成 

・計画の実現化及び地区計画制度等の活用に向けた都市計画法等の手続きの推進 

 ▼ 

 
・事業者による学術研究拠点の整備の実施 

・地域住民、事業者等による土地の有効、高度利用の実施 
  

市街地防災性の向上 
  

 ・主要地方道北方多度線の沿道における耐震診断の実施及び実施に向けた啓蒙活動 

 ▼ 
 ・地域住民等による主要地方道北方多度線沿道の耐震化の促進 
  

河川整備 河川環境の保全、親水空間の整備 
  

 ・岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づく中川、天王川等の河川整備の促進 

 ▼ 
 ・中川、天王川等の河川の環境保全、活用の検討、方策等の作成、実施 
  

防災活動拠点の防災機能の向上 
  

 ・公共公益施設などの防災機能の検証 

 ▼ 
 ・公共公益施設などの防災機能向上に向けた整備の実施 

 

〈地域重点施策の進め方〉 

上記の重点施策に加え、地域全般に関する施策についても、「個別計画の作成」、「関係者

との協議、合意等」及び「計画に基づく整備の実施」を順次進めていき、地域づくりの方

針及び都市全体の将来像の実現を目指します。 
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第１０章 牛牧地域のまちづくり構想 
 

 

１０－１ 地域づくりの前提条件 

１．地域の特徴                                     

〈地域の概況〉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市南部に位置し、十九条、牛牧、野

田新田、野白新田、祖父江、宝江及

び犀川地区が該当します。 

・犀川、中川、五六川、新堀川、宝江

川等、多く河川が集まる位置にあ

り、南部には犀川遊水地が整備され

ています。 

・北部にＪＲ東海道本線が通ってい 

ますが、駅は立地していません。西

部に樽見鉄道が通っており、十九条

駅が立地しています。 

・主要な道路としては、国道２１号、

主要地方道北方多度線、一般県道 

 

 

美江寺西結線が通っています。また、岐阜南部横断ハイウェイ構想があるほか、

市道西部環状線の整備が進んでいます。 

・バスは、みずほバス（十九条・古橋線、牛牧・穂積線）が通っています。 

〈面積及び人口〉 

 ・平成２７年の人口は、１２，１４４人（市全体の２２．３%）で、平成２２年～

２７年の人口増減は、６６２人の増（５．８%増加）と、市平均増加率（４．６%）

より増加率が高い地域です。 

・平成２７年の高齢者数は、２，０１８人（市全体の１９．１%）で、高齢化率は

１６．６％と、市平均（１９．４%）より低い地域です。 

・平成２７年の世帯数は、４，９６７世帯（市全体の２３．７%）で、世帯人員は

２．４４人／世帯と、市平均（２．５９人／世帯）より低くなっています。 

・面積は約５５９ha で、全域が都市計画区域に指定され、市街化区域が約５０%

を占めています。 

〈土地利用等の現況〉 

 ・近年は人口流入が著しく、住宅建設など、宅地化が急速に進んでいます。 

・国道２１号周辺やＪＲ東海道本線の北側では、幹線道路沿道を中心に大小さま 

図 地域の位置 
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ざまな規模の商業施設や工場が立地しており、点在的な住宅開発の増加により、

住商工の土地利用の混在が進んでいます。 

 ・南部は、犀川の周辺に優良農地が広がるなど、自然環境が豊かです。 

・新たな工場の建設が進んでいます。また、犀川周辺地区では土地区画整理事業 

が実施され、大規模商業施設の立地に伴う住宅建設が進んでいます。 

・牛牧団地によって、一団の住宅団地が形成されています。 

〈都市施設等の現況〉 

 ・都市計画道路は、５路線が計画決定されていますが、一部区間を除き整備が完了

しています。都市計画決定された公園はありませんが、五六川親水公園、さい 

川さくら公園など大規模な公園が整備され、新たな公園の整備も進んでいます。

・下水道は未整備で、公共下水道による整備が計画されています。 

・主な公共施設としては、牛牧小学校、牛牧北部防災コミュニティセンター、牛 

牧南部コミュニティセンターつどいの泉等が位置しています。 

・面的整備は、犀川堤外地の土地区画整理事業及び牛牧団地が整備されています。

・市街化が進行中ですが、一部に狭あい道路や木造住宅が密集した地区がありま 

す。また、幹線道路沿道は準防火地域に指定されています。 

・多くの河川が流れ、良好な自然環境、親水環境を有していますが、過去に浸水 

による大きな被害を受けるなど、水害の危険性が非常に高い地域です。 

・牛牧閘門など、歴史を感じさせる史跡を有しています。 

〈市民アンケート調査結果〉（瑞穂市第２次総合計画より） 

 ・定住意向は８２．６%です。 

・定住したい理由では、「交通の便が良い」という意見が多くなっています。 

・定住したくない理由でも、「交通の便が良くない」という意見が多くなっていま

すが、市平均より低くなっています。その他の理由としては、「買い物や外食が

不便」や「趣味や娯楽を楽しめる場が充実していない」などが多くなっています。

・今後の重点施策としては、下記の事項などを重視する意見が多くなっています。

医療、福祉、介護の充実 

高齢者対策 

・現状の土地利用については、下記の事項などの意見が多くなっています。 

働く場や地域経済を支える工場、事業所が少ない 

子育て、医療、福祉など、暮らしに欠かせない生活利便施設が少ない 

・将来の土地利用については、下記の事項などの意見が多くなっています。 

道路、公園、上下水道などの整備を進め、良好な住環境を形成する 

空き地や未利用地などの有効利用を促進する 
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２．地域づくりの主要課題                               

 ・犀川周辺地区や十九条駅周辺地区における生活に身近な商業、サービス、 

医療、福祉施設等の維持、誘導、集積 

・地域特性に応じた用途の見直しによる住環境と操業環境の調和 

・都市間、拠点間をつなぐ利便性の高い幹線道路ネットワークの形成 

（未整備の都市計画道路、市道等の整備） 

・牛牧閘門などの歴史的建造物、田園地帯や犀川遊水地等の自然環境の 

保全、活用 

・河川の自然、親水環境の保全、活用（公園、散策路等）、治水対策の推進 

・巨大地震や集中豪雨による甚大な被害に備えた、減災を考慮した地域 

づくり（災害に強い市街地整備、都市基盤の防災機能強化等） 

※導入編Ｐ８～１１の都市全体の課題において、本地域が踏まえるべき課題も踏ま

えています。 

３．全体構想での代表的な位置付け                        

 

 

 

 

・地域生活拠点：犀川周辺地区、十九条駅周辺地区 

・交流拠点（健康づくり、市民交流）：五六川親水公園、さい川さくら公園 

・交流拠点（歴史、文化交流）：牛牧閘門 

・産業集積軸：国道２１号 

・主要な防災活動拠点：牛牧グラウンド周辺、牛牧北部防災コミュニティセンター

 

１０－２ 地域づくりの方針 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな自然と調和し、安全で快適に暮らし続けられる地域づくり 

◆河川（犀川、五六川等）や犀川遊水地の自然環境、田園風景等と調和した計画的な

土地利用を推進します。 

◆犀川周辺地区や十九条駅周辺地区、幹線道路沿道等において、生活に身近な商業、

サービス、医療、福祉施設等の集積を図るとともに、用途混在の解消や操業環境と

の調和、市街地の防災性の向上や治水対策の推進により、安全で快適な住環境の形

成を図ります。 

◆交通利便性の高さを活かし、国道２１号などの幹線道路沿道において、都市活力の

向上に資する産業（商業、工業、流通、業務等）の集積を図ります。 
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〈地域構造〉 
分野 内容 

土地利用 

住宅地（周辺、郊外居住） 地域北西部、中部 
商業地 犀川地区(地域南部) 
住工共存地 地域北部、中部 
工業地 地域北部、南西部  
沿道複合地 国道２１号沿道、(主)北方多度線沿道 
農地、集落地 地域南部 
自然環境地 長良川、五六川、犀川 

道路、交通 
幹線道路 

国道２１号、岐阜南部横断ハイウェイ、(主)北方多度線、(一)美江寺西結線、
(一)穂積巣南線、(市)穂積鷺田橋線、(市)西部環状線 

公共交通 
鉄道 樽見鉄道（十九条駅） 
バス みずほバス（十九条・古橋線、牛牧・穂積線） 

拠点 

都市拠点レベル 
地域生活拠点 犀川周辺地区、十九条駅周辺 
健康づくり拠点、市民交流拠点 五六川親水公園、さい川さくら公園 
歴史、文化交流拠点 牛牧閘門、墨俣一夜城（大垣市） 

地域の暮らしに
密着した拠点 

身近な防災流拠点 牛牧北部防災コミュニティセンター等 
身近な健康、交流拠点 五六川親水公園等 
身近な自然、交流拠点 犀川遊水地等 

〈重点施策〉 
分野 施策名 内容 実施主体 

道路、交通 
づくり 

岐阜南部横断ハイウェ
イ、国道 21 号の整備 

・活発な産業活動や交流拡大につながる幹線道路と 
して、完全６車線化等の整備を促進します。 

【国】 

市道西部環状線の整備 
・南西部の地域生活拠点を連絡し、地域間を結ぶ道 

路として、整備を推進します。 
【市】 

一般県道美江寺西結線の
整備（ＪＲ高架下、忠太橋付近） 

・幹線道路や緊急輸送道路としての機能を確保する 
ため、未整備区間の整備を促進します。 

【事業者、県】 

交通結節機能の強化 
・地域生活拠点周辺の賑わい創出や交流拡大のため、バス停 

留所やアクセス道路、駐輪場等の整備を推進します。 
【地域住民、事業

者、市】 

水、緑 
づくり 

河川環境（桜並木、緑地）
の保全、親水空間の整備
（散策路等） 

・水と緑のネットワークの主軸として、犀川、五六川、
中川等においては自然とのふれあいや環境学習の場 
として活用できるよう、河川改修とあわせて親水空 
間を整備するとともに、河川環境の保全を図ります。

【地域住民、市】

犀川遊水地を中心とした
自然環境の保全 

・優れた生態系を有する自然環境の保全、再生を図り 
ます。 

【地域住民、国、
県、市】 

市街地 
づくり 

土地の有効、高度利用 
（犀川地区、十九条駅周辺、幹線道路
沿道、工業地、住工共存地） 

・土地の有効、高度利用による産業集積と良好な住環境
の保全との両立を図るため、地区計画制度等の活用に
よる、きめ細やかな土地利用の規制、誘導を図ります。

【地域住民、事業
者、市】 

市街化区域への編入検討 
（犀川地区） 

・土地の有効、高度利用と良好な市街地環境の形成を 
図るため、市街化区域への編入を検討します。 

【市】 

地域生活拠点の形成 
（犀川地区、十九条駅周辺） 

・生活利便施設の集積、交通結節機能の向上等、地域住民の 
日常生活の利便性を向上させる拠点の形成を図ります。 

【地域住民、事業
者、市】 

都市環境 
づくり 

（防災、景

観、環境） 

河川整備 
・犀川、五六川、新堀川、犀川遊水地等の河川改修及 

び適正な維持、管理を促進します。 
【国、県】 

犀川流域の治水安全度の
向上(牛牧排水機場等) 

・大雨による洪水被害を防止するため、排水機場の 
整備を促進し、治水安全度の向上を図ります。 

【国、市】 

この地域づくりの方針を実現するための「地域構造」及び「重点施策」を整理しました。 
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図 地域構造及び重点施策図（牛牧地域） 

市街地環境の維持、保全(全体構想編Ｐ４８参照)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身近な公園の整備(全体構想編Ｐ４２参照)

市道西部環状線
の整備 

一般県道美江寺
西結線の整備 

安全な歩行空間の整備(全体構想編Ｐ３８参照)

公共交通の充実(全体構想編Ｐ３９参照)

犀川遊水地を中心と
した自然環境の保全

市街化区域への編入検討 

地域生活拠点の形成

橋梁の耐震化(全体構想編Ｐ５２参照)

建築物の耐震化、不燃化(全体構想編Ｐ５２参照)

景観計画の策定(全体構想編Ｐ５３、５４参照)

＜地域全般に関する施策＞

土地の有効、高度利用

土地の有効、高度利用 

河川環境の保全、親水空間の整備 
河川整備 

河川整備

岐阜南部横断ハイウェイ、 
国道２１号の整備

河川環境の保全、親水空間の整備

河川整備

河川整備 

農地の保全(全体構想編Ｐ４３参照)

地域生活拠点の形成 

交通結節機能の強化

公共下水道の整備(全体構想編Ｐ４３参照)

犀川流域の治水安全度の向上 
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岐阜南部横断ハイウェイ、国道２１号の整備 
  

 ・岐阜南部横断ハイウェイ、国道２１号の計画の検討、作成 

 ▼ 
 ・計画に基づく路線設計及び整備の実施 
  

一般県道美江寺西結線の整備 市道西部環状線の整備 
  

 ・一般県道美江寺西結線の未整備区間の整備に向けた関係機関（ＪＲ）との協議、検討 

 ▼ 
 ・一般県道美江寺西結線の未整備区間の整備の実施 

  

 ・市道西部環状線の計画の検討、作成 

 ▼ 
 ・市道西部環状線の計画に基づく路線設計、用地買収等及び整備の実施 
  

交通結節機能の強化 地域生活拠点の形成 土地の有効、高度利用 市街化区域への編入検討 
  

 
・地域住民、事業者等とともに、公共交通ネットワークと連携した十九条駅周辺等におけ

る地域生活拠点の形成に向けた方策の検討、計画作成 

 ▼ 

 
・十九条駅周辺等の計画の実現化に向けた都市計画法等に基づく手続きの推進 

・犀川地区の市街化区域編入に向けた都市計画法等に基づく手続きの促進 

 ▼ 
 ・地域住民、事業者等による土地の有効、高度利用の実施 
  

河川整備 河川環境の保全、親水空間の整備 
  

 ・岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づく犀川、五六川、新堀川等の河川整備の促進

 ▼ 
 ・犀川、五六川、新堀川等の河川の環境保全、活用の検討、方策等の作成、実施 
  

犀川流域の治水安全度の向上 犀川遊水地を中心とした自然環境の保全 
  

 
・国、県、市、地域住民等とともに、犀川遊水地を中心とした自然環境の保全、再生及び

治水安全度の向上に向けた協議、検討 

 ▼ 
 ・犀川遊水地の自然環境の保全及び治水安全度向上に向けた対策の実施 

 

 

〈地域重点施策の進め方〉 

上記の重点施策に加え、地域全般に関する施策についても、「個別計画の作成」、「関係者

との協議、合意等」及び「計画に基づく整備の実施」を順次進めていき、地域づくりの方

針及び都市全体の将来像の実現を目指します。 
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第１１章 南地域のまちづくり構想 
 

 

１１－１ 地域づくりの前提条件 

１．地域の特徴                                     

〈地域の概況〉 
 ・南西部に位置し、呂久、古橋、中 

宮、及び横屋地区が該当します。 

・呂久地区の一部が揖斐川の西側に 

位置していますが、その他は揖斐川

と犀川に挟まれた位置にあり、南西

部に宝江川が流れています。 

・南部にＪＲ東海道本線、南北に樽 

見鉄道が通っており、樽見鉄道の 

横屋駅が位置しています。 

・主要な道路としては、国道２１号、

一般県道曽井中島美江寺大垣線、一

般県道穂積巣南線が通っています。 

 また、岐阜南部横断ハイウェイ構想があるほか、市道西部環状線の整備が進んでい

ます。 

・バスは、みずほバス（十九条・古橋線）が通っています。 

〈面積及び人口〉 

 

 

・平成２７年の人口は、６，１４３人（市全体の１１．３%）で、平成２２年～２

７年の人口増減は、６７８人の増（１２．４%増加）と、市平均増加率（４．６%）

より増加率が高い地域です。 

・平成２７年の高齢者数は、９４８人（市全体の９．０%）で、高齢化率は１５．

４％と、市平均（１９．４%）より低い地域です。 

・平成２７年の世帯数は、２，０４４世帯（市全体の９．７%）で、世帯人員は３．

０１人／世帯と、市平均（２．５９人／世帯）より多くなっています。 

・面積は約３４２ha で、ほぼ全域が都市計画区域に指定されていますが、市街化

区域の占める割合は、約３８%と低くなっています。 

〈土地利用等の現況〉 

・樽見鉄道横屋駅の西側では、住宅建設が進み、まとまった住宅地が形成されつ 

図 地域の位置 
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つあります。 

・北部の幹線道路沿道に小規模な商業施設が点在しています。 

 ・揖斐川の西側に位置する呂久地区には、中山道が通り、小簾紅園が位置するな 

ど、歴史を感じさせる景観が残る集落地が形成されています。 

・市街化調整区域には、優良農地が広がり、自然環境が豊かです。 

〈都市施設等の現況〉 

 

 

・都市計画道路は１路線の整備が完了しています。都市計画決定された公園はあり

ませんが、小簾紅園があります。 

・下水道は、呂久地区で農業集落排水処理事業により整備されていますが、その 

他の地区は未整備で、公共下水道による整備が計画されています。 

・主な公共施設としては、南小学校、巣南中学校、南ふれあい広場等が位置して 

います。 

・横屋駅南側の地域(市街化区域内)においては、計画的な市街化が進んでおらず、

低密度な地域となっています。また、一部に狭あい道路や木造住宅が密集した地

区があります。 

・多くの河川が流れ、良好な自然環境、親水環境を有していますが、過去に浸水 

による大きな被害を受けるなど、水害の危険性が非常に高い地域です。 

〈市民アンケート調査結果〉（瑞穂市第２次総合計画より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定住意向は７４．８%です。 

・定住したい理由では、「住み慣れていて愛着がある」、「災害や犯罪が少ない」や

「自然が多くまちの環境が良い」という意見が多くなっています。 

・定住したくない理由では、「交通の便が良くない」、「買い物や外食が不便」、「子

育てがしやすい環境が充実していない」という意見が多くなっています。 

・今後の重点施策としては、下記の事項などを重視する意見が多くなっています。

医療、福祉、介護の充実 

高齢者対策 

・現状の土地利用については、下記の事項などの意見が多くなっています。 

働く場や地域経済を支える工場、事業所が少ない 

買い物や食事、娯楽を楽しめる場が少ない 

・将来の土地利用については、下記の事項などの意見が多くなっています。 

道路、公園、上下水道などの整備を進め、良好な住環境を形成する 

空き地や未利用地など有効利用を促進する 
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２．地域づくりの主要課題                               

 ・国道２１号周辺における生活に身近な商業、サービス、医療、福祉施設等 

の維持、誘導、集積 

・低未利用地や幹線道路沿道等の計画的な活用（土地区画整理事業等） 

による商工業系土地利用の誘導、集積 

・都市間、拠点間をつなぐ利便性の高い幹線道路ネットワークの形成 

（未整備の市道等の整備） 

・国道２１号と市道西部環状線の早期ネットワーク化に向けた整備 

・樽見鉄道横屋駅へのアクセスの向上 

・河川の自然、親水環境の保全、活用（公園、散策路等）、治水対策の推進 

・小簾紅園など、中山道の往時をしのばせる集落環境（街並み）の保全、活用

・集中豪雨などによる洪水被害を防止するための内水対策の整備 

※導入編Ｐ８～１１の都市全体の課題において、本地域が踏まえるべき課題も踏ま

えています。 

３．全体構想での代表的な位置付け                        

 

 

・地域生活拠点：国道２１号沿道周辺地区 

・交流拠点（健康づくり、市民交流）：南ふれあい広場 

・交流拠点（歴史、文化交流）：小簾紅園 

・産業集積軸：国道２１号 

１１－２ 地域づくりの方針 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活力ある産業集積を備え、歴史、自然と調和した 

新たな魅力を生み出す地域づくり 

◆都市間、拠点間の連絡を強化する市道西部環状線の整備を推進するとともに、国道

２１号沿道では、周辺環境との調和に配慮しながら、商業機能、住居機能等を形成

する土地利用を検討します。 

◆公共交通を活かすため、横屋駅周辺を中心とした低未利用地の計画的な活用により、

良好な都市基盤を備えた住宅地の形成を図ります。 

◆小簾紅園など中山道の往時をしのばせる歴史的資源、河川（揖斐川、犀川）や農地

の自然環境の保全、活用を図ります。 
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〈地域構造〉 
分野 内容 

土地利用 

住宅地（周辺、郊外居住） 地域中部、南部 
沿道複合地 国道２１号沿道 
農地、集落地 地域北部、西部、南部 
自然環境地 揖斐川 

道路、交通 
幹線道路 

国道２１号、岐阜南部横断ハイウェイ 
(一)曽井中島美江寺大垣線 
(一)穂積巣南線 
(市)西部環状線 

公共交通 
鉄道 樽見鉄道（横屋駅） 
バス みずほバス（十九条・古橋線） 

拠点 

都市拠点レベル 
地域生活拠点 国道２１号沿道周辺地区 
健康づくり拠点、市民交流拠点 南ふれあい広場 
歴史、文化交流拠点 小簾紅園 

地域の暮らしに
密着した拠点 

身近な防災拠点 南小学校等 
身近な健康、交流拠点 南ふれあい広場等 
身近な歴史、文化拠点 小簾紅園 

〈重点施策〉 
分野 施策名 内容 実施主体 

道路、交通 
づくり 

岐阜南部横断ハイウェ
イ、国道２１号の整備 

・活発な産業活動や交流拡大につながる幹線道路 
として、完全６車線化等の整備を促進します。 

【国】 

市道西部環状線の整備 
・南西部の地域生活拠点を連絡し、地域間を結ぶ 

道路として、整備を推進します。 
【市】 

中山道の歩行空間の整
備 

・中山道における歩道等の整備、誘導サインの設置 
等により、観光、交流に寄与する歩行者ネットワ 
ークの形成を図ります。 

【地域住民、事業
者、県、市】 

交通結節機能の強化 
・地域生活拠点周辺の賑わい創出や交流拡大のた 

め、バス停留所やアクセス道路、駐輪場等の整備 
を推進します。 

【地域住民、事業
者、市】 

水、緑 
づくり 

河川環境（桜並木、緑地）
の保全、親水空間の整備
（散策路等） 

・水と緑のネットワークの主軸として、犀川等にお 
いては自然とのふれあいや環境学習の場として活 
用できるよう、河川改修とあわせて親水空間を整 
備するとともに、河川環境の保全を図ります。 

【地域住民、市】

市街地 
づくり 

計画的な市街地整備 
（未利用地地区） 

・駅等の交通結節機能と低未利用地の計画的な活用 
により、都市基盤（道路、公園）が整備された良 
好な住宅地等の形成を図ります。 

【地域住民、事業
者、市】 

計画的な新市街地の形
成と市街化区域への編
入検討（国道２１号沿
道） 

・国道２１号や幹線道路、駅が交わる地理的条件を 
活かし、土地区画整理事業等により土地の有効、 
高度利用と良好な市街地環境の形成を図るため、 
市街化区域への編入を検討します。 

【地域住民、事業
者、市】 

地域生活拠点の形成 
（国道２１号沿道周辺） 

・交通結節機能の向上等を図り、地域住民の日常生 
活の利便性を向上させる拠点の形成を図ります。 

【地域住民、事業
者、市】 

都市環境 
づくり 

（防災、景

観、環境） 

河川整備 
・岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づき、 

犀川、宝江川等の河川整備を促進します。 
【県】 

小簾紅園の保全、活用 
・歴史的な街並みや祭り等の伝統文化を保全すると 

ともに、観光、交流空間としての活用方法を検討 
します。 

【地域住民、市】

市街地の治水安全度の
向上 

・大雨による洪水被害を防止するため、内水対策を 
検討し、その整備を推進します。 

【市】 

 

この地域づくりの方針を実現するための「地域構造」及び「重点施策」を整理しました。 
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図 地域構造及び重点施策図（南地域） 

市街地環境の維持、保全(全体構想編Ｐ４８参照)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身近な公園の整備(全体構想編Ｐ４２参照)

安全な歩行空間の整備(全体構想編Ｐ３８参照)

中山道の歩行空間の整備 

公共下水道の整備（呂久地区西部除く）
(全体構想編Ｐ４３参照)

橋梁の耐震化(全体構想編Ｐ５２参照)

建築物の耐震化、不燃化(全体構想編Ｐ５２参照)

景観計画の策定(全体構想編Ｐ５３、５４参照)

＜地域全般に関する施策＞

公共交通の充実(全体構想編Ｐ３９参照)

岐阜南部横断ハイウェイ、 
国道２１号の整備

市道西部環状線の整備 

計画的な市街地の形成と 
市街化区域への編入検討

小簾紅園の保全、活用 

河川環境の保全、親水空間の整備

河川整備

河川整備 

農地の保全(全体構想編Ｐ４３参照)

交通結節機能の強化

計画的な市街地整備

地域生活拠点の形成 

市街地の治水安全度の向上
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計画的な市街地の形成と市街化区域への編入検討 計画的な市街地整備 
  

 ・地域住民、権利者等とともに計画の検討、合意形成 

 ▼ 

 
・計画の実現に向けた事業計画の手続きの推進 

・市街化区域編入に向けた都市計画法等に基づく手続きの促進 

 ▼ 
 ・市街地整備事業の実施 
  

交通結節機能の強化 地域生活拠点の形成 
  

 
・地域住民、事業者等とともに、横屋駅周辺等における地域生活拠点の形成に向けた方策

の検討、計画作成 

 ▼ 
 ・横屋駅周辺等の計画の実現化に向けた都市計画法に基づく手続きの促進 

 ▼ 
 ・地域住民、事業者等による土地の有効利用の実施 
  

岐阜南部横断ハイウェイ、国道２１号の整備 
  

 ・岐阜南部横断ハイウェイ、国道２１号の計画の検討、作成 

 ▼ 
 ・計画に基づく路線設計及び整備の実施 
  

市道西部環状線の整備 
  

 
・市道西部環状線の計画の検討、作成 

(計画的な市街地の形成と市街化区域編入検討と同時) 

 ▼ 
 ・市道西部環状線の計画に基づく路線設計、用地買収等及び整備の実施 
  

中山道の歩行空間の整備 
  

 ・中山道の整備計画の検討、作成 

 ▼ 
 ・地域住民等とともに、同計画に基づく交通規制等を含めた歩行空間の確保、整備 
  

小簾紅園の保全、活用 
  

 ・地域住民等とともに小簾紅園の保全、活用に向けた対策の検討、作成 

 ▼ 
 ・小簾紅園の保全、活用の実施 
  

河川整備 市街地の治水安全度の向上 河川環境の保全、親水空間の整備 
  

 
・岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づく犀川等の河川整備の促進 

・地域住民等とともに、治水安全度の向上に向けた協議、検討 

 ▼ 

 
・犀川等の河川の環境保全、活用の検討、方策等の作成、実施及び治水安全度向上に向け

た対策の実施 

 

 

〈地域重点施策の進め方〉 

上記の重点施策に加え、地域全般に関する施策についても、「個別計画の作成」、「関係者

との協議、合意等」及び「計画に基づく整備の実施」を順次進めていき、地域づくりの方

針及び都市全体の将来像の実現を目指します。 
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第１２章 中地域のまちづくり構想 
 

 

１２－１ 地域づくりの前提条件 

１．地域の特徴                                     

〈地域の概況〉 
 ・市北部に位置し、重里、美江寺、十

七条及び十八条地区が該当します。

・犀川と五六川に挟まれた位置にあり

ます。 

・鉄道は樽見鉄道が通っており、美江

寺駅が位置しています。 

・主要な道路としては、主要地方道岐

阜巣南大野線（バイパス含む）、一般

県道曽井中島美江寺大垣線、一般県

道美江寺西結線が通っています。ま

た、主要地方道岐阜巣南大野線バイ

パスは、東海環状自動車道（仮称）

 大野・神戸 IC へアクセスする路線として、計画、整備が進められています。 

・バスは、岐阜バス（美江寺・穂積線）、みずほバス（本田・唐栗線）が通ってい

ます。 

〈面積及び人口〉 

 ・平成２７年の人口は、３，２７５人（市全体の６．０%）で、市内で最も人口が

少なく、平成２２年～２７年の人口増減は、１１２人の減（３．３%減少）とな

っています。 

・平成２７年の高齢者数は、９８６人（市全体の９．３%）で、高齢化率は３０．

１％と、市平均（１９．４%）より高い地域です。 

・平成２７年の世帯数は、１，０９３世帯（市全体の５．２%）で、市内で最も世

帯数の少ない地域ですが、世帯人員は３．００人／世帯と、市平均（２．５９人

／世帯）より高くなっています。 

・面積は約３７４ha で、ほぼ全域が準都市計画区域です。 

〈土地利用等の現況〉 

 ・犀川と樽見鉄道の間は、まとまった集落地となっており、周囲には、柿畑などの

図 地域の位置 
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 果樹園や花きの農地が広がっています。また、樽見鉄道の東側は、田園地帯が広

がっています。田園地帯の一部では、住宅建設がみられますが、土地利用の変化

は少なく、自然環境が豊かです。 

・田園地帯の南部には、工業導入地域として大規模な工場や運輸倉庫施設が集積 

していますが、商業施設は少なく、集落地の中に点在する程度です。 

・美江寺地区には、古くは美江寺宿が置かれ、歴史を感じさせる景観が残ってい 

ます。 

〈都市施設等の現況〉 

 ・公園としては犀川河川公園が整備されています。 

・下水道は未整備で、公共関連特環下水道による整備が計画されています。 

・主な公共施設としては、中小学校、中ふれあい広場等が位置しています。 

・一部に狭あい道路や木造住宅が密集した地区があります。 

・多くの河川が流れ、良好な自然環境、親水環境を有しています。 

〈市民アンケート調査結果〉（瑞穂市第２次総合計画より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定住意向は８６．１%です。 

・定住したい理由では、「住み慣れていて愛着がある」、「自然が多くまちの環境が

良い」や「災害や犯罪が少ない」という意見が多くなっています。 

・定住したくない理由では、「買い物や外食が不便」や「趣味や娯楽を楽しめる場

が充実していない」という意見が多くなっています。 

・今後の重点施策としては、下記の事項などを重視する意見が多くなっています。

医療、福祉、介護の充実 

道路、公園、下水道などの公共インフラ整備 

・現状の土地利用については、下記の事項などの意見が多くなっています。 

働く場や地域経済を支える工場、事業所が少ない 

買い物や食事、娯楽を楽しめる場が少ない 

・将来の土地利用については、下記の事項などの意見が多くなっています。 

道路、公園、上下水道などの整備を進め、良好な住環境を形成する 

空き地や未利用地など有効利用を促進する 
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２．地域づくりの主要課題                               

 ・人口減少対策の強化(人口の維持、確保、産業の誘致等による働く場の創出)

・地域の実情を踏まえた土地利用規制等の運用、見直し 

・柿畑などの果樹園や花き生産農地、水田等の計画的な保全、整備による 

農業の振興 

・幹線道路沿道などにおける生活に身近な商業、サービス、医療、福祉施設 

等の維持、誘導、集積 

・都市間、拠点間、東海環状自動車道（仮称）大野・神戸 IC をつなぐ 

利便性の高い幹線道路ネットワークの形成（未整備の県道、市道等の整備）

・美江寺宿など、中山道の往時をしのばせる集落環境（街並み）、河川等の 

自然環境の保全、活用 

・河川の自然、親水環境の保全、活用（公園、散策路等）、治水対策の推進 

※導入編Ｐ８～１１の都市全体の課題において、本地域が踏まえるべき課題も踏ま

えています。 

３．全体構想での代表的な位置付け                         

 

 

・地域生活拠点：巣南庁舎周辺地区 

・交流拠点（健康づくり、市民交流）：中ふれあい広場 

・交流拠点（歴史、文化交流）：美江寺宿 

・産業集積軸：主要地方道岐阜巣南大野線バイパス 
 

１２－２ 地域づくりの方針 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農、住、工の機能調和と歴史、文化の活用による、 

個性豊かな地域づくり 

◆生活基盤（道路、下水道等）の整備により住環境の改善を図るとともに、幹線道路

沿道などにおいて、生活に身近な商業、サービス、医療、福祉施設等の集積を促し、

生活利便性の向上を図ります。 

◆農地の保全による農業の振興と一団の工場の操業環境を維持するため、必要な都市

計画制度の検討を行います。 

◆美江寺宿などの歴史的景観や地域資源の保全、活用により、観光、交流機能を強化

し、地域の活性化を図ります。 
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〈地域構造〉 
分野 内容 

土地利用 
工業地 地域中東部、南東部 
沿道複合地 (主)岐阜巣南大野線バイパス沿道 
農地、集落地 上記以外 

道路、交通 

幹線道路 
(主)岐阜巣南大野線バイパス 
(一)曽井中島美江寺大垣線 
(一)美江寺西結線 

公共交通 
鉄道 樽見鉄道（美江寺駅） 

バス 
岐阜バス（美江寺・穂積線） 
みずほバス（本田・唐栗線） 

拠点 

都市拠点レベル 
地域生活拠点 巣南庁舎周辺地区 
健康づくり拠点、市民交流拠点 中ふれあい広場 
歴史、文化交流拠点 美江寺宿 

地域の暮らしに
密着した拠点 

身近な防災拠点 中小学校等 
身近な健康、交流拠点 中ふれあい広場等 
身近な歴史、文化拠点 美江寺宿 

〈重点施策〉 
分野 施策名 内容 実施主体 

道路、交通 
づくり 

主要地方道岐阜巣南大
野線バイパスの整備 

・東海環状自動車道（仮称）大野・神戸 IC へのア 
クセスを確保し、活発な産業活動や交流拡大に 
つながる幹線道路として、整備を促進します。 

【県】 

中山道の歩行空間の整
備 

・中山道における歩道等の整備、誘導サインの設置 
等により、観光、交流に寄与する歩行者ネットワ 
ークの形成を図ります。 

【地域住民、事業
者、県、市】 

交通結節機能の強化 
・地域生活拠点周辺の賑わい創出や交流拡大のた 

め、バス停留所やアクセス道路、駐輪場等の整備 
を推進します。 

【地域住民、事業
者、市】 

水、緑 
づくり 

河川環境（桜並木、緑地）
の保全、親水空間の整備
（散策路等） 

・水と緑のネットワークの主軸として、犀川、五六 
川等においては自然とのふれあいや環境学習の場 
として活用できるよう、河川改修とあわせて親水 
空間を整備するとともに、河川環境の保全を図りま
す。 

【地域住民、市】

農地の保全 
・果樹園、花き生産農地、水田など優良農地を保全、

活用します。 
【地域住民、市】

市街地 
づくり 

地域生活拠点の形成 
（巣南庁舎周辺） 

・生活利便施設の集積、交通結節機能の向上等、地域
住民の日常生活の利便性を向上させる拠点の形成
を図ります。 

【地域住民、事業
者、市】 

土地利用のルール、利活
用の検討（特定用途制限
地域、工業導入地域等） 

・無秩序な宅地開発を抑制するとともに、良好な住 
環境、営農環境と調和した適正かつ合理的な土地 
利用を誘導します。 

【地域住民、事業
者、市】 

都市環境 
づくり 

（防災、景

観、環境） 

河川整備 
・岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づき、 

犀川、五六川等の河川整備を促進します。 
【県】 

美江寺宿の保全、活用 
・歴史的な街並みや祭り等の伝統文化を保全すると 

ともに、観光、交流空間としての活用方法を検討 
します。 

【地域住民、県、
市】 

この地域づくりの方針を実現するための「地域構造」及び「重点施策」を整理しました。 
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図 地域構造及び重点施策図（中地域）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集落地の住環境の改善(全体構想編Ｐ４７参照)

安全な歩行空間の整備(全体構想編Ｐ３８参照)

公共交通の充実(全体構想編Ｐ３９参照)

身近な公園の整備(全体構想編Ｐ４２参照)

公共関連特環下水道の整備(全体構想編Ｐ４３参照)

橋梁の耐震化(全体構想編Ｐ５２参照)

建築物の耐震化、不燃化(全体構想編Ｐ５２参照)

景観計画の策定(全体構想編Ｐ５３、５４参照)

＜地域全般に関する施策＞

主要地方道岐阜巣南大野線 
バイパスの整備 

中山道の歩行空間の整備

美江寺宿の保全、活用 

河川環境の保全、親水空間の整備

河川整備 

土地利用のルール、利活用の検討

河川整備

交通結節機能の強化

地域生活拠点の形成 

農地の保全
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土地利用のルール、利活用の検討 農地の保全 
  

 ・地域住民、事業者等とともに土地利用のルール、利活用の検討、計画の作成 

 ▼ 

 

・土地利用のルール化に向けた都市計画法等に基づく手続きの推進 

・土地利用計画と農業振興地域、農用地区域等の計画、規制内容との調整、検討 

・農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づく実施計画等の見直し検討 

 ▼ 

 ・地域住民、事業者等による土地利用のルールに基づく土地の利活用の実施 
  

交通結節機能の強化 地域生活拠点の形成 
  

 
・地域住民、事業者等とともに、美江寺駅周辺等における地域生活拠点の形成に向けた方

策の検討、計画作成 

 ▼ 

 ・美江寺駅周辺の計画の実現化に向けた都市計画法等に基づく手続きの促進 

 ▼ 

 ・地域住民、事業者等による土地の有効利用の実施 
  

主要地方道岐阜巣南大野線バイパスの整備 
  

 ・主要地方道岐阜巣南大野線バイパスのルートの検討、計画の作成 

 ▼ 

 ・計画に基づく路線設計、用地買収及び整備の実施 
  

中山道の歩行空間の整備 美江寺宿の保全、活用 
  

 ・中山道の整備計画の検討、作成 

 ▼ 

 ・地域住民等とともに美江寺宿の保全、活用に向けた対策の検討、作成 

 ▼ 

 
・地域住民等とともに、同計画に基づく交通規制等を含めた歩行空間の確保、整備 

・美江寺宿の保全、活用の実施 
  

河川整備 河川環境の保全、親水空間の整備 
  

 ・岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づく犀川、五六川等の河川整備の促進 

 ▼ 

 ・犀川、五六川等の河川の環境保全、活用の検討、方策等の作成、実施 

 

上記の重点施策に加え、地域全般に関する施策についても、「個別計画の作成」、「関係者

との協議、合意等」及び「計画に基づく整備の実施」を順次進めていき、地域づくりの方針

及び都市全体の将来像の実現を目指します。 

〈地域重点施策の進め方〉 
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第１３章 西地域のまちづくり構想 
 

 

１３－１ 地域づくりの前提条件 

１．地域の特徴                                     

〈地域の概況〉 
 ・市北西部に位置し、七崎、居倉、森、

唐栗、田之上、宮田及び大月地区が

該当します。 

・根尾川、揖斐川と犀川に挟まれた位

置にあり、中部に長護寺川が流れて

います。 

・鉄道はなく、主要な道路としては、

主要地方道岐阜巣南大野線、一般県

道曽井中島美江寺大垣線、一般県道

田之上屋井線が通っています。ま

た、地域の北端では東海環状自動車

道が計画されており、（仮称）大野 

 ・神戸 IC にアクセスする主要地方道岐阜巣南大野線バイパスの整備が進んでいま

す。 

・バスは、岐阜バス（美江寺・穂積線）、みずほバス（本田・唐栗線、十九条・古橋

線）が通っています。 

〈面積及び人口〉 

 ・平成２７年の人口は、４，２０２人（市全体の７．７%）で、平成２２年～２７

年の人口増減は、２０９人の減（４．７%減少）となっています。 

・平成２７年の高齢者数は、８８１人（市全体の８．４%）で、高齢化率は２１．

０％と、市平均（１９．４%）より高い地域です。 

・平成２７年の世帯数は、１，３９３世帯（市全体の６．６%）で、世帯人員は３．

０２人／世帯と、市平均（２．５９人／世帯）より多くなっています。 

・面積は約４６３ha で、ほぼ全域が準都市計画区域です。 

〈土地利用等の現況〉 

 ・富有柿の発祥の地で、柿畑などの果樹園や花きの農地、田園地帯が広がってお 

り、その中に集落地が点在しています。 

図 地域の位置 
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・主要地方道岐阜巣南大野線と一般県道曽井中島美江寺大垣線の交差部周辺に、 

商業施設が集積しています。また、工業導入地域として田園地帯の中に工場が 

点在しています。 

〈都市施設等の現況〉 

 ・都市計画道路は、東海環状自動車道の１路線が計画されており、公園としては 

根尾川河川公園、長護寺川水辺公園などが整備されています。 

・下水道は、特定環境保全公共下水道が整備されています。 

・主な公共施設としては、巣南庁舎、巣南公民館、老人福祉センター、西部複合 

センター等、多数の施設が位置し、西部の拠点としての機能を有しています。 

そのほか、西小学校、西ふれあい広場が位置しています。 

・一部に狭あい道路や木造住宅が密集した地区があります。 

・多くの河川が流れ、良好な自然環境、親水環境を有しています。 

・伊久良河宮跡など、歴史を感じさせる史跡を有しています。 

〈市民アンケート調査結果〉（瑞穂市第２次総合計画より） 

 ・定住意向は７４．６%で、市内で最も低くなっています。 

・定住したい理由では、「住み慣れていて愛着がある」、「自然が多くまちの環境が

良い」や「災害や犯罪が少ない」という意見が多くなっています。 

・定住したくない理由では、「交通の便が良くない」という意見が多くなっていま

す。 

・今後の重点施策としては、下記の事項などを重視する意見が多くなっています。

医療、福祉、介護の充実 

高齢者対策 

・現状の土地利用については、下記の事項などの意見が多くなっています。 

働く場や地域経済を支える工場、事業所が少ない 

子育て、医療、福祉など、暮らしに欠かせない生活利便施設が少ない 

・将来の土地利用については、下記の事項などの意見が多くなっています。 

空き地や未利用地など有効利用を促進する 

優良な農地の積極的な整備や耕作放棄地の解消を図る 
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２．地域づくりの主要課題                               

 ・人口減少対策の強化(人口の維持、確保、産業の誘致等による働く場の創出)

・地域の実情を踏まえた土地利用規制等の運用、見直し 

・柿畑などの果樹園や花き生産農地、水田等の計画的な保全、整備による 

農業の振興 

・巣南庁舎周辺や幹線道路沿道等における生活に身近な商業、サービス、医 

療、福祉施設等の維持、誘導、集積、交通結節点としての機能向上 

・東海環状自動車道（仮称）大野・神戸 IC に近接する立地条件を活用した 

計画的な低未利用地の活用、自然環境に配慮した西部の拠点にふさわしい 

商工業系土地利用の誘導、集積 

・都市間、拠点間、東海環状自動車道（仮称）大野・神戸 IC をつなぐ 

利便性の高い幹線道路ネットワークの形成（未整備の県道、市道等の整備）

・河川の自然、親水環境の保全、活用（公園、散策路等）、治水対策の推進 

・伊久良河宮跡や富有柿発祥の地としての歴史的資源の保全、活用 

※導入編Ｐ８～１１の都市全体の課題において、本地域が踏まえるべき課題も踏ま

えています。 

３．全体構想での代表的な位置付け                         

 ・地域生活拠点：巣南庁舎周辺地区 

・交流拠点（健康づくり、市民交流）：西ふれあい広場、巣南庁舎周辺 

・産業集積軸：主要地方道岐阜巣南大野線バイパス 

・主要な防災活動拠点：巣南庁舎 

１３－２ 地域づくりの方針 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通利便性の向上を活かした都市機能強化と、 

特色ある農村環境、自然環境の共生による、活力ある地域づくり 

◆将来、東海環状自動車道（仮称）大野・神戸 IC に近接するという地域性とアクセス

道路である主要地方道岐阜巣南大野線バイパスの整備に伴う交通条件を活かし、産

業の集積を図ります。 

◆河川（揖斐川、根尾川、犀川等）の自然環境、柿畑などの果樹園や花き農地、水田

等の農村風景、伊久良河宮跡などの歴史資源等を保全、活用し、地域の魅力向上を

図ります。 

◆巣南庁舎周辺において、公共公益施設や生活に身近な商業、サービス、医療、福祉

施設等の集積を図り、西部の拠点としてふさわしい地域生活拠点の形成を図ります。
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〈重点施策〉 
分野 施策名 内容 実施主体 

道路、交通 
づくり 

東海環状自動車道の整
備 

・活発な産業活動や交流拡大につながる広域的な 
幹線道路として、整備を促進します。 

【国】 

主要地方道岐阜巣南大
野線バイパスの整備 

・東海環状自動車道（仮称）大野・神戸 IC へのア 
クセスを確保し、活発な産業活動や交流拡大に 
つながる幹線道路として、整備を促進します。 

【県】 

中山道の歩行空間の整
備 

・中山道における歩道等の整備、誘導サインの設置 
等により、観光、交流に寄与する歩行者ネットワ 
ークの形成を図ります。 

【地域住民、事業
者、県、市】 

巣南庁舎周辺における
交通結節機能の強化 

・地域生活拠点周辺の賑わい創出や交流拡大のた 
め、バス停留所、アクセス道路、駐輪場等の整備 
を推進します。 

【事業者、市】 

水、緑 
づくり 

河川環境（桜並木、緑地）
の保全、親水空間の整備
（散策路等） 

・水と緑のネットワークの主軸として、犀川、長護 
寺川等においては自然とのふれあいや環境学習の 
場として活用できるよう、河川改修とあわせて親 
水空間を整備するとともに、河川環境の保全を図 
ります。 

【地域住民、市】

農地の保全 
・果樹園、花き生産農地、水田など優良農地を保全 

、活用します。 
【地域住民、市】

市街地 
づくり 

地域生活拠点の形成 
（巣南庁舎周辺） 

・生活利便施設の集積、交通結節機能の向上等、地域
住民の日常生活の利便性を向上させる拠点の形成
を図ります。 

・市民の憩い、ふれあい、健康づくり等を支える拠点
的な市民交流拠点を整備します。 

【地域住民、事業
者、市】 

土地利用のルール、利活
用の検討（特定用途制限
地域、工業導入地域等） 

・無秩序な宅地開発を抑制するとともに、良好な住 
環境、営農環境と調和した適正かつ合理的な土地 
利用を誘導します。 

【地域住民、事業
者、市】 

都市環境 
づくり 

（防災、景

観、環境） 

河川整備 
・岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づき、 

犀川、長護寺川等の河川整備を促進します。 
【県】 

伊久良河宮跡、富有柿の
母木等の保全、活用 

・歴史的資源として保全し、観光、交流空間として 
の活用方法を検討します。 

【地域住民、事業
者、市】 

防災活動拠点の防災機
能の向上（巣南庁舎等） 

・防災活動拠点である公共公益施設などの防災機 
能の向上を図ります。 

【市】 

 

〈地域構造〉 
分野 内容 

土地利用 

工業地 地域中部、南部 
沿道複合地 (主)岐阜巣南大野線バイパス沿道 
農地、集落地 上記以外 
自然環境地 揖斐川 

道路、交通 
幹線道路 

(主)岐阜巣南大野線バイパス 
(一)曽井中島美江寺大垣線 

公共交通 バス 
岐阜バス（美江寺・穂積線） 
みずほバス（本田・唐栗線） 

拠点 

都市拠点レベル 
地域生活拠点 巣南庁舎周辺地区 
健康づくり拠点、市民交流拠点 西ふれあい広場、巣南庁舎周辺 

地域の暮らしに
密着した拠点 

身近な防災拠点 西部複合センター等 
身近な健康、交流拠点 西ふれあい広場等 
身近な歴史、文化拠点 伊久良河宮跡 
身近な自然、交流拠点 犀川（ｻｸﾗ） 

この地域づくりの方針を実現するための「地域構造」及び「重点施策」を整理しました。 
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図 地域構造及び重点施策図（西地域）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集落地の住環境の改善(全体構想編Ｐ４７参照)

安全な歩行空間の整備(全体構想編Ｐ３８参照)

公共交通の充実(全体構想編Ｐ３９参照)

巣南庁舎周辺における
交通結節機能の強化 

身近な公園の整備(全体構想編Ｐ４２参照)

地域生活拠点の形成

橋梁の耐震化(全体構想編Ｐ５２参照)

建築物の耐震化、不燃化(全体構想編Ｐ５２参照)

景観計画の策定(全体構想編Ｐ５３、５４参照)

伊久良河宮跡、富有柿の
母木等の保全、活用

＜地域全般に関する施策＞

主要地方道岐阜巣南大野線
バイパスの整備 

河川環境の保全、親水空間の整備

中山道の歩行空間の整備

東海環状自動車道の整備

河川整備

土地利用のルール、利活用の検討

河川整備

防災活動拠点の防
災機能の向上 

農地の保全
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土地利用のルール、利活用の検討 農地の保全 
  

 ・地域住民、事業者等とともに土地利用のルール、利活用の検討、計画の作成 

 ▼ 

 

・土地利用のルール化に向けた都市計画法等に基づく手続きの推進 

・土地利用計画と農業振興地域、農用地区域等の計画、規制内容との調整、検討 

・農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づく実施計画等の見直し検討 

 ▼ 
 ・地域住民、事業者等による土地利用のルールに基づく土地の利活用の実施 
  

巣南庁舎周辺における交通結節機能の強化 地域生活拠点の形成 
  

 
・地域住民、事業者等とともに、巣南庁舎周辺等における地域生活拠点の形成に向けた方

策の検討、計画作成 

 ▼ 
 ・巣南庁舎周辺の計画の実現化に向けた都市計画法等に基づく手続きの促進 

 ▼ 
 ・地域住民、事業者等による土地の有効利用の実施 
  

東海環状自動車道の整備 
  

 ・計画に基づく用地買収及び整備の実施 
  

主要地方道岐阜巣南大野線バイパスの整備 
  

 ・主要地方道岐阜巣南大野線バイパスのルートの検討、計画の作成 

 ▼ 
 ・計画に基づく路線設計、用地買収及び整備の実施 
  

中山道の歩行空間の整備 
  

 ・中山道の整備計画の検討、作成 

 ▼ 
 ・地域住民等とともに同計画に基づく交通規制等を含めた歩行空間の確保、整備 
  

伊久良河宮跡、富有柿の母木等の保全、活用 
  

 
・地域生活者、柿生産者等とともに伊久良河宮跡、富有柿の母木等の保全、活用に向けた

対策を検討及び決定 

 ▼ 
 ・伊久良河宮跡、富有柿の母木等の保全、活用の実施 
  

河川整備 河川環境の保全、親水空間の整備 
  

 ・岐阜県新五流域総合治水対策プランに基づく犀川、長護寺川等の河川整備の促進 

 ▼ 
 ・犀川、長護寺川等の河川の環境保全、活用の検討、方策等の作成、実施 
  

防災活動拠点の防災機能の向上 
  

 ・公共公益施設などの防災機能の検証 

 ▼ 
 ・公共公益施設などの防災機能向上に向けた整備の実施 

 

〈地域重点施策の進め方〉 

上記の重点施策に加え、地域全般に関する施策についても、「個別計画の作成」、「関係者

との協議、合意等」及び「計画に基づく整備の実施」を順次進めていき、地域づくりの方

針及び都市全体の将来像の実現を目指します。 



 
 

 

【あ】 

用 語 内 容 

アクセス 接近すること。また、近づく手段のこと。 

IC（インターチェンジ） 高速道路の出入口。 

インフラ 
基盤、下部構造などの意味を持つ「インフラストラクチャー」（英）

の略。 

オープンスペース 都市または敷地内で、建物の建っていない場所。空き地。 

【か】 

用 語 内 容 

街区公園 
都市公園の一つで、街区に居住する者の利用に供することを目的と

する、面積０．２５ha を標準とした公園。 

可住地人口密度 

市街化区域において、道路や公園などの人が住むことが難しい土地

の面積を除いた用地を可住地とし、そこに生活する人口密度のこ

と。（都市計画運用指針では市街化区域の適正な人口密度は６０人

/ha。） 

幹線道路 都市内の主要な交通を受け持ち、都市の骨格を形成する道路。 

狭あい道路 
日常生活だけでなく、防災や災害時の活動にも支障を来す可能性が

ある幅の狭い道路。主に幅員４ｍ未満の道路。 

協働 

地域又は社会の課題の解決を図るため、市民が相互に、又は市民、

市議会及び市の執行機関がともに、お互いの立場を尊重し、かつ、

信頼し、協力して取り組むこと。 

拠点 活動の足場となる重要な地点。 

緊急輸送道路 

地震直後から発生する救助、救急、医療、消火活動及び避難者への

緊急物資の供給等に必要な人員及び物資の輸送を円滑かつ確実に

実施するための道路。 

景観 風景。景色。 

景観計画 
景観法に基づき、都市や農山漁村等において、良好な景観を形成、

保全、創出する必要がある区域について定める計画。 

景観地区 

景観計画で定められた景観計画区域の中でも、積極的に景観形成を

図るために、建築物の形態、意匠、高さの限度、壁面位置等につい

て制限を加える地区。 

減災 
災害後の対応よりも事前の対応を重視し、できることから計画的に

取り組んで、少しでも被害の軽減を図るようにすること。 

公共空間 個人の土地などに属さない公の空間。 

公共交通グランドデザ

イン 
公共交通の将来的なあり方を示す長期的かつ総合的な構想。 

交通結節点、交通結成機

能 

人や物の輸送において、複数の同種あるいは異種の交通手段を相互

に連絡する場所。 

具体的には、鉄道、バス、タクシー、自家用車、自転車などの交通

手段をつなぐ場所であり、鉄道駅やバスターミナル、駅前広場など

が挙げられる。 

工業導入地域 

農村地域工業等導入促進法によって指定された、農村地域において

産業の立地、導入を促進する必要がある地域。平成２９年６月より、

法律の名称は「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」と

なった。 

用 語 集



 
 

  

【か】 

用 語 内 容 

耕作放棄地 
高齢化、過疎化による人手不足で、過去１年間耕作されたことがな

く、今後数年の間に再び耕作する意思のない農地。遊休農地。 

コミュニティ 
同じ地域に居住して利害を共にし、政治、経済、風俗などにおいて

深く結びついている人々の集まり。 

コミュニティバス 自治体が運営するバス。 

コミュニティ・プラン

ト 
地方公共団体が設置する小規模な下水処理施設のこと。 

コントロール 制御すること。統制すること。管理。 

【さ】 

用 語 内 容 

市街化区域 
都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域及び概ね１

０年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域のこと。 

市街化調整区域 
都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域として定められた土

地のこと。 

市街地開発事業 

一定の地域において、地方公共団体等が総合的な計画に基づいて、

公共施設の整備と宅地又は建築物の整備を行い、面的な市街地の開

発を図るもの。土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、市街地

再開発事業などがある。 

事前復興 

平時のうちに災害が発生した際のことを想定し、被害最小化につな

がる都市計画やまちづくりを推進すること。「事前に」、「復興対策」

を「計画的」に準備しようというのが事前復興の考え方である。 

集約型都市構造（コン

パクトシティ＋ネッ

トワーク） 

中心市街地周辺や鉄道駅などの交通結節点周辺において、生活に必

要な都市機能が集積した都市構造のこと。 

準都市計画区域 

都市計画区域外のうち、相当数の住居その他の建築物の建築または

敷地造成が現に行われ、または行われると見込まれる一定の区域で

あって、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来に

おける都市としての整備、開発及び保全に支障が生じる恐れがある

場合に、都道府県が指定するもの。 

準都市計画区域に指定されると、都市計画区域と同様、一定の開発、

建築制限を受け、用途地域等のきめ細やかな土地利用ルールの活用

も可能。ただし、都市計画区域と異なり、市街地整備事業や都市計

画施設、地区計画は定めることはできない。 

親水空間 
水や川に触れることで水や川に対する親しみを深めることができる

空間。 

ストック 資産、備蓄、在庫の概念。 

生物多様性 生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。 

ゾーン（ゾーニング） 地帯。区域。範囲。 

 

 

 



 
 

 

【た】 

用 語 内 容 

地域地区 

土地利用に関して一定の規制等を適用する区域として指定された、

地域、地区または街区をいう。用途地域、特定用途制限地域、防火

地域などがある。 

地区計画 

都市計画法に基づき、住民の生活に身近な「地区」を単位として、

道路、公園等の施設の配置や、建築物の建て方等について、地区特

性に応じてきめ細やかなルールを定めるまちづくりの計画のこと。

地区計画が定められた区域内において、建物を建てたり、宅地を造

成したりする場合には事前の届け出が必要となり、地区計画の内容

に適合していない場合は勧告を受ける。 

超高齢社会 ６５歳以上の人口の割合（高齢化率）が２１％を超えた社会。 

中心市街地 

多くの人が住み、商店、事業所、公共施設などが集積し、広域から

人が集まることのできる鉄道駅などの周辺に形成された市街地のこ

と。 

昼夜間人口比率 

国勢調査を基に、下記に示す昼間人口と夜間人口の比率。 

昼間人口：市に常住する人口（夜間人口）に他の都市から通勤、通

学などによる流入人口を足し、市から他都市へ通勤、通

学などによる流出人口を引いた人口。 

夜間人口：市に常住する人口。 

DID（人口集中地区） 

Densely Inhabited District の略。国勢調査で設定される統計上の

地区のことで、人口密度の高い基本単位区（４，０００人／km2 以

上）が互いに隣接して５，０００人以上となる地区のこと。 

低炭素 

地球温暖化の原因である二酸化炭素（ＣＯ2）などの温室効果ガスの

こと。 

この温室効果ガスの抑制に努めることとしている。 

低未利用地 

有効に利用されていない土地のこと。特に、市街化区域、用途地域

内に位置しながら、建築物の立地など、都市的な利用が図られてい

ない土地（田、畑等）を指す。 

特定用途制限地域 
都市計画法に基づき、用途地域でない区域内(ただし、市街化調整区

域は除く。)で、建物の用途に対し、細かな制限を加えるもの。 

都市計画区域 

市町村の行政区域にとらわれず、実際の都市の広がりを考慮したな

かで、一体的に整備、開発し、保全する必要がある区域として、都

道府県が指定するもの。都市計画区域に指定されると、一定の開発、

建築制限（開発許可基準の引き上げや建築基準法による建築確認申

請、集団規定の適用）を受けるほか、用途地域、地区計画等の制度

活用が可能となる。 

都市計画道路 

都市計画法による一定の手続きを経て計画決定された道路であり、

道路機能に応じて自動車専用道路、幹線街路、区画街路及び特殊街

路の４種類に区分される。都市計画決定された区域内では、今後の

施設整備に向け、一定の建築制限が適用される。（＝略称は（都）） 

都市計画マスタープ

ラン 

市町村の都市計画に関する基本的な方針として、都市内の土地利用

の方向性や市街地整備の方針を示す計画。 

都市施設 道路、公園、下水道など都市に必要な施設のこと。 

土地区画整理事業 
宅地の利用増進と道路、公園等の公共施設の整備、改善を図るため

の市街地整備手法の一つ。 



 
 

  

【な】 

用 語 内 容 

南海トラフ地震防災

対策推進地域 

内閣総理大臣が「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関す

る特別措置法」に基づき、南海トラフ地震が発生した場合に著しい

地震災害が生ずるおそれがあるため地震防災対策を推進する必要が

あるとして指定した地域。 

南海トラフ巨大地震 
日本列島の太平洋沖、「南海トラフ」沿いの広い震源域で連動して起

こると警戒されているマグニチュード(Ｍ)９級の巨大地震。 

ニーズ 必要。要求。需要。 

ネットワーク 個々のつながり。網。 

農業振興地域 

農業の近代化、公共投資の計画的推進等、農業の振興を図ることを

目的として、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき定められ

る区域。対象となるのは、農業の振興を図ることが相当と認められ、

かつ農用地等として利用すべき相当規模の土地があるなどの地域。 

農用地区域 
農業振興地域のうち、今後概ね１０年以上にわたって農業上の利用

を確保し、農業振興を図っていこうとする区域。 

【は】 

用 語 内 容 

ハザードマップ 

災害が発生する可能性と発生した場合の被害予想を示し、住民の迅

速な避難行動など、被害を最小限に抑えることを目的として作成さ

れた図。 

バリアフリー 
日常生活や社会生活における物理的、心理的な障害や、情報に関わ

る障壁などを取り除いていくことをいう。 

防火地域、準防火地域 

都市計画法に基づき、火災発生時の延焼拡大を防止するために、建

築物を耐火構造にするなどの義務づけを行う地域。火災発生の危険

度に応じて防火地域、準防火地域の区分で指定される。 

防災 
災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防

ぎ、及び災害の復旧を図ること。 

【や】 

用 語 内 容 

遊水 
河川沿いの田畑等において、雨水または河川の水が流入して一時的

に貯留すること。 

用途地域 

都市計画法に基づき、都市の環境保全や利便の増進のために、建物の

用途等に一定の制限を行う地域。用途地域は１２種類あり、住居系は

７種類、商業系は２種類、工業系は３種類に区分される。 

 

 

 



 
 

 

【ら】 

用 語 内 容 

リスク ある行動や事象に関する危険性のこと。 

ルール 規則。規程。きまり。ローカルルールは、地域独自のきまりを指す。 

レクリエーション 
疲労を癒し、元気を回復するために休養をとったり娯楽を行ったり

すること。 

６次産業 

農林漁業者が、第１次産業である農林水産物の生産だけにとどまら

ず、それを原材料とした加工食品の製造、販売や観光農園のような

地域資源を生かしたサービスなど、第２次産業（工業、製造業）や

第３次産業（販売業、サービス業）を行う取り組み。 

ロードサイド 
道路沿い。ロードサイド型の商業施設は、一般的に、郊外のバイパ

ス沿いに立地する中・大規模のものを指す。 

 



 
 

 

 


